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令和７年 多賀町議会９月第３回定例会会議録 
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  総 務 課 長 本 多 正 浩 君    教育総務課長 谷 川 嘉 崇 君 
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◎議会事務局 

  事 務 局 長 大 岡 まゆみ      書    記 西 村 俊 之 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定（９月２日～２６日 ２５日間） 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  行政報告 

 日程第５  総務常任委員長報告 

 日程第６  産業建設常任委員長報告 

 日程第７  同意第４２号  多賀町教育長の任命につき同意を求めることについて 

 日程第８  同意第４３号  多賀町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

 日程第９  報告第４４号  令和６年度多賀町の財政の健全化判断比率および資金
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不足比率の報告について 

 日程第10  議案第４５号  多賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第11  議案第４６号  多賀町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 日程第12  議案第４７号  多賀勤労者体育センター解体工事の請負契約の締結に

ついて 

 日程第13  議案第４８号  多賀町立小中学校学習者用コンピュータ購入契約の締

結について 

 日程第14  議案第４９号  令和７年度多賀町一般会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第15  議案第５０号  令和７年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第16  議案第５１号  令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第17  議案第５２号  令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号）について 

 日程第18  認定第５３号  令和６年度多賀町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第19  認定第５４号  令和６年度多賀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第20  認定第５５号  令和６年度多賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第21  認定第５６号  令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第22  認定第５７号  令和６年度多賀町育英事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第23  認定第５８号  令和６年度多賀町多賀財産区管理会特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第24  認定第５９号  令和６年度多賀町大滝財産区管理会特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第25  認定第６０号  令和６年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第26  認定第６１号  令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理

特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第27  認定第６２号  多賀町水道事業会計の利益の処分および令和6年度決
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算の認定について 

 日程第28  認定第６３号  令和６年度多賀町下水道事業会計決算の認定について 

 日程第29  請願第 １号  生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏ま

え、速やかな対応を求める請願書 
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（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただ今から、令和７年９月第３回多賀町議会定例会を開会いたし

ます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 本定例会に町長より提出されました案件は、同意案２件、報告案

１件、議案８件、認定１１件であります。また、議会より提出いたしました案件は、請

願１件であります。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

                                        

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただいまの出席議員は９人であります。定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

    １番  小 島   櫻 議員    ２番  一之瀨 浩 治 議員 

を指名いたします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、去る８月２６日開催の議会運営委員会において、

本日９月２日から２６日までの２５日間に決定していただいておりますので、そのよう

にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から２６日までの２５日間に決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第３ 「諸般の報告」を行います。 

 次の６点について報告いたします。 

 第１点目は、閉会中の議員辞職許可についてのご報告をいたします。閉会中の７月３

０日に近藤勇氏から、一身上の都合により、７月３１日をもって議員の辞職したい旨の

願いが提出されましたので、地方自治法第１２６条の規定により、議長において辞職許

可し、本人へ通知しましたのでご報告いたします。 

 第２点目は、請願については、お手元に配布しております請願文書表のとおり、請願

１件を受理しました。 

 第３点目は、陳情については、お手元に配布しております陳情文書表のとおり、陳情
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１件を受理しました。 

 第４点目は、５月、６月、７月に実施されました出納検査、定期監査の結果について

は、お手元に配布しておりますとおり報告がありました。 

 第５点目は、８月に実施された基金運用審査、決算審査、健全化判断比率等検査の結

果について、お手元に配布しておりますとおり報告がありました。 

 第６点目は、委員派遣については、お手元に配布しております報告書のとおり、議員

派遣を行いました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第４ 「行政報告」を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 本日、令和７年９月第３回多賀町議会定例会を招集させていただ

きましたところ、議員の皆様には何かとご多用の中、ご出席賜り厚く御礼を申し上げま

す。 

 まずは、庁舎空調設備の故障により議場が変更となり、皆様には大変ご迷惑をおかけ

することとなり、大変申し訳なく思っております。現在、空調設備の更新について鋭意

進めておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 初めに、７月の民間会社の調査ではありますが、滋賀県における「街の住み心地、住

みたい街ランキング２０２５」において、多賀町は１９市町の中で、行政サービス、静

かさ・治安の指標が第１位で、全体においても第５位という高い評価をいただきました。

この結果につきましては鵜呑みにすることはできませんが、一定今までの事業、取り組

みの成果が表れてきているのかと感じております。今後においても満足することなく、

おごることなく、多賀町の福祉の向上のため、暮らしの向上のため、事業を展開してま

いりたいと考えております。 

 もう一つ喜ばしいニュースが入ってまいりました。多賀町出身で、現在、大阪の履正

社高校３年生であります辻琉沙さんが、今月、沖縄で開催される第３２回ＷＢＳＣ、Ｕ

－１８野球ワールドカップに出場する侍ジャパン日本代表に選出されました。辻さんが、

これまで野球に対し地道に努力を重ねられ、今回、日本を代表する選手に選出されまし

たことは、多賀町の多くの子どもたちに夢と希望を与え、スポーツに親しむ模範となり、

非常に頼もしくうれしく思っております。多賀町といたしましては、多賀スポーツ大賞

を授与するよう計画をしているところであります。 

 さて、本定例会に提出をいたしました議案は、令和６年度一般会計決算の認定をはじ

め、合わせて２２議案でございます。いずれも重要な議案でございますので、慎重なご

審議をいただき、適切なご決議賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
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 それでは、本日提出いたしました議案のうち、令和６年度一般会計決算の概要および

施策の実施状況ならびに最近の行政についてご報告申し上げます。 

 決算についてでありますが、後ほど会計管理者より説明させていただきますので、概

要のみ報告を申し上げます。 

 一般会計決算の歳入決算額は６１億６,２４１万円、歳出決算額５８億８,５００万円、

歳入歳出差引２億７,７４１万円となりました。このうち繰越事業に充当する財源１,６

６８万円を除いた実質収支は２億６,０７３万円となったところであります。令和６年

度の最終決算額は、令和５年度に次ぐ過去２番目に大きい決算額となりました。 

 なお、町税の決算額は１９億７,４６４万円となり、歳入全体の３２％、前年度と比

較しますと１億６,５３４万円、９.１％の増収となりました。町税全体の収納率は９９.

０７％、毎年高い収納率を維持することができ、町民の皆さまや企業の皆さまの高い納

税意識に感謝を申し上げる次第でございます。 

 次に、令和６年度実施をしました主な事業でありますが、工事関係では、継続して多

賀スマートインターチェンジ上り線や急傾斜地崩壊対策、シルバー人材センターの事務

所の新設、まちの活性化や安全・安心なまちづくりに向けた整備を進めたほか、多賀小

学校の児童数の増加に伴う増築、子育て世代のニーズに合わせた環境づくり、教育環境

の整備を進めました。 

 また、住民税非課税世帯をはじめ、住民、事業者の皆さまへの物価高騰対策支援事業

など、国の施策や動向を見ながら、住民の皆さんの命を守る・暮らしを支える事業につ

いて着実に実施をいたしました。 

 令和６年度におきましても、第６次多賀町総合計画に掲げる「輝く人、自然、歴史・

文化で織りなす多賀の未来」の達成に向け、幅広い分野で事業を展開してまいりました。 

 引き続き、健全な財政運営と将来を見据えた施策展開の両輪で行政運営を進めてまい

りますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、最近の取組について、ご報告申し上げます。 

 総務課所管では、長年の懸案でもありました新たな防災システムである防災行政無線

の整備に向け、プロポーザル方式にて委託業者を決定いたしました。現在、多賀町に合

わせた仕様など、詳細の確認作業をおこなっているところです。令和８年４月の稼働に

向け、着実に進めてまいります。 

 企画課所管でも、長年課題となっておりましたびわ湖東部中核工業団地において、新

たな企業に進出・操業いただけることとなりました。当工業団地につきましては、造成

後約１２㏊の土地が今日まで操業に至らず、約３０年経過をしておりました。面積的に

も全区画の約２５％を占めることから、多賀町としても早期操業に向け、要望活動をお

こなってきたところであります。今年度に入り、滋賀県のご協力も得、所有されておら

れました三和ホールディングス株式会社から土地売却の方針が示されたことにより、新

たな企業の進出が決定をいたしました。早期の操業を開始していただけるよう期待をし
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ているところであります。 

 次に、税務住民課所管では、戸籍法の一部改正に基づき実施しております戸籍の氏名

にフリガナを記載する事業につきまして、フリガナを確認いただくための通知書を８月

に送付いたしました。通知書に記載のフリガナが誤っている場合のみ届出をいただくこ

ととしており、届出に基づき適正に対処してまいります。また、国の経済対策として実

施しております物価高への支援、定額減税補足給付金事業につきましては、８月に対象

となる方に通知を送付いたしました。申請期限を１０月３１日とし、順次、給付をおこ

なってまいります。 

 次に、福祉保健課所管では、町制７０周年記念事業として、６月２２日に中央公民館

多賀結いの森において福祉のつどいを開催し、約３００名の皆様にご参加をいただきま

した。オープニングのＤドラ・ファミリーによる心温まる演奏や、土田ひよこクラブの

皆さんによる地域での介護予防の活動発表、記念講演では諏訪中央病院名誉院長の鎌田

實先生を講師にお招きし、「はつらつシニアが輝くまちに」のテーマでご講演をいただ

きました。鎌田先生からは、９０歳を超えても自分が行きたいところへ出かけられるた

めの心と体の健康を保つヒントや、元気を保つ暮らしの中での具体的な取り組み方法な

どについてご教示いただきました。参加者の皆さんのアンケートからは、「教えていた

だいたことをすぐに実践したい」という回答が多く、福祉のつどいへの参加をきっかけ

に、はつらつシニアを目指し、健康づくりや介護予防の活動に取り組む方々がますます

増えていくことを確信したところであります。 

 また、６月から毎月第２・第４木曜日の午後、買い物移動支援サービスをスタートし

ました。現在、登録者１８名、毎回５名程度が利用されております。利用者からは、

「実際に自分の目で見て新鮮な物を買うことができる」、「重い荷物でも運転手さんが手

伝ってくれるので安心して買い物できる」などの声が寄せられており、今後も利用者の

皆さんが安全に安心して買い物ができ、いつまでもはつらつとした暮らしが継続できる

よう、健康づくりや介護予防活動の推進と併せ、取り組みを進めてまいります。 

 次に、産業環境課所管では、令和５年度より、直売所の建設について、農業者、もん

ぜん市の関係者の方々で構成する委員会を設置し、検討を重ねてまいりました。委員会

では、将来的に直売所の建設、また直売所の機能を発揮できる施設は必要であるが、出

荷する生産者の推移、出荷される品数の現状などから運営面での課題も多いことから、

拙速な施設建設ではなく、生産者育成の支援を行うとともに、課題の解決に向けた取り

組みが必要であるとのご意見をいただいたところであります。今後も議員の皆さまのご

意見等をいただきながら取り組みを進めてまいります。 

 地域整備課所管では、多賀スマートインターチェンジ上り線の開通予定時期が、令和

７年度の冬となりました。開催日は決定しておりませんが、多賀町の発展に貢献する大

切な大事な事業であり、少しでも早く開通できるよう工事を進めていただいているとこ

ろであります。 
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 最後に、教育委員会所管であります。 

 学校教育課所管では、関係者のご協力のもと、多賀町子ども議会を７月３０日に開催

いたしました。子ども議員１０名と、多賀町の取り組みについて活発な質疑を行うこと

ができました。特に今年度は、再質問を行う子ども議員もおり、積極的に意見表明を行

う姿も見られ、大変頼もしく感じたところであります。 

 また、８月１日には、毎年恒例の研修会でありますが、多賀町のこども園、保育園、

小中学校の全教職員が一堂に会し、多賀結いの森で、困難を抱える子どもの包括的な支

援についての研修を実施いたしました。 

 また、教育総務課所管では、放課後児童クラブにおける夏休み期間中の利用登録者数

が２１２人と、多くの児童に利用いただきました。今年度は児童の安全を確保するため、

多賀小学校の教室も利用し５クラスでの運営としましたが、夏祭りや地域の方々との交

流イベントにも参加し、元気に毎日を過ごしました。 

 また、多賀小学校トイレ改修工事につきましては、７月末から現場の解体作業に着手

し、現在、内部工事を進めております。予定どおり１０月末に完了する見込みでありま

す。大滝小学校トイレ改修につきましては、若干の工事延長となりますが、間もなく完

了する見込みであります。 

 最後に、生涯学習課所管であります。隔年ごとに実施する日置市青少年交流事業を開

催し、７月２９日から３１日にかけ、日置市にて多賀町の子どもたちを受け入れていた

だきました。当初は戸惑いを見せていた子どもたちでありましたが、すぐに打ち解け、

相互交流を図ることができました。また、８月１９日から２１日は、日置市の子どもた

ちを受け入れ、多賀大社や河内の風穴などの観光、体験を通して、さらに交流を深め、

双方の子どもたちにとって貴重な夏休みの体験となったことと思います。 

 次に、秋に開催されます国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会におけるボウリ

ング競技について、犬上３町で現在、準備作業を進めておりますが、関係機関とも協力

しながら、すばらしい大会となるよう努めてまいります。 

 文化財関係では、７月の国の文化審議会において、絵馬通り沿いにある旧小澤家住宅

および千成亭多賀別邸が、国の登録有形文化財に登録されるよう文部科学大臣に答申を

されました。今後も多賀町の貴重な資源を活用しつつ、次世代への保存継承につながる

よう、郷土に対する愛着と誇りの醸成に取り組んでまいります。 

 図書館では、夏休み期間中、小学生から高校生に向け読書リストの配布を行い、クイ

ズイベント、司書体験を実施しました。クイズイベントには１００名以上の方がご参加

いただき、盛況でありました。今後も町民の皆さんが気軽に図書館をご利用いただける

よう、多彩な取り組みを続けてまいります。 

 最後に、博物館では、７月２６日に開催した夏休み自由研究講座、昆虫標本の作製で

は、小学生の皆さんに実習を通じ、昆虫の採集方法や標本の作製方法について学んでい

ただきました。 
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 今後も、展示会や観察会、講座などの事業等を通じて、地域の自然・歴史・文化の理

解促進とその未来への継承、町内外への発信に取り組んでまいります。 

 以上、９月定例会の開会に当たり、令和６年度の決算の概要と行政の近況についてご

報告申し上げました。 

 なお、本日提案をさせていただきました議案の内容につきましては、時間の関係上、

割愛をさせていただきますが、提案の都度ご説明を申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございま

す。 

○議長（菅森照雄君） これで行政報告を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第５ 「総務常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について報告を求めます。 

 １番、小島櫻総務常任副委員長。 

〔総務常任副委員長 小島櫻君 登壇〕 

○総務常任副委員長（小島櫻君） 閉会中における総務常任委員会の調査結果を、会議規

則第７７条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 ７月１１日午前９時より、委員５名と、執行者側より町長、教育長、課長の出席を求

め、委員会を開催しました。 

 教育委員会所管の事務調査について、大滝小学校、多賀中学校、多賀小学校の現地調

査を視察しました。併せて、各学校長からの説明を受け、質疑応答を行いました。 

 教育長の挨拶では、各学校・園においてそれぞれの特色を生かしながらも、多賀町の

教育方針に基づき一貫した取り組みを進めているとの説明がありました。未就学児から

中学生までを通じてどのような子どもを育てていくのかという教育方針を明確にし、

日々の教育活動を展開しているとのことです。 

 こども家庭応援センターの調べ（令和７年４月・５月時点）によれば、病気や不登校

の状況は次のとおりです。多賀中学校６名、多賀小学校１３名、大滝小学校１名であり、

現在、フリースクールに通学中との報告でした。これらの子どもたちについては、今後

も継続的にしっかりと関わり支援を行う必要があるとのことでした。 

 また、最近の学習指導要領では、個別最適な学びが重視されています。全ての子ども

を丁寧に見取り、一人一人に寄り添った指導を行うと同時に、学級や学年全体での協働

的な学びを推進していくことが求められているとの説明がありました。 

 伊東学校教育課長より、当日のスケジュールについて説明がありました。特に６月か

ら暑さ指数を実測しており、その数値に基づいて子どもたちの活動を調整しているとの

ことです。これにより、休み時間は屋外より室内で過ごす子どもが多くなっていること

が報告されていました。 

 続いて、大滝小学校を訪問し、豊原学校長より、５つの重点的な取り組みについて説
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明を受けました。 

 まず、熱中症予防については、先代より寄付いただいた冷蔵庫の冷凍室を活用し、ネ

ッククーラーを冷やして通学時に使用するなど、子どもたちの健康管理に努めているこ

とが紹介されました。 

 地域との連携については、ＮＰＯ法人大滝自遊時間に対し、週１回学校施設を提供し

ており、学童保育とは異なる子どもの新たな居場所づくりを支援しているとの説明があ

りました。 

 また、安全・研修体制については、盗撮等の事案への備えとして、教職員が中堅・新

人を問わず意見を出し合い、積極的に研修を行い、学校全体で危機管理意識の向上に取

り組んでいることが報告されました。 

 学校の魅力と課題については、大滝地区の活性化や学校の魅力発信が重要であるとの

認識が示されています。子どもたちは素直で明るく粘り強い特性を持ち、責任ある役割

をやりきる力、決断力・行動力を備えていることが強調され、一方で少子化の影響によ

り児童数が減少しており、授業の活性化が今後の課題であること、また携帯電話を所持

する児童が増えている現状も共有されました。 

 重点事項として、児童生徒に関する読書活動の推進、危機管理や防災教育の充実、情

報発信に力を入れていること、教職員に関しては、離職防止や不祥事防止、働き方改革

の推進、さらに幼小連携の強化に取り組んでいることが紹介されました。 

 さらに、各学年の活動の様子については、スライド写真を用いて紹介がありました。 

 これより質疑応答を報告します。 

 委員より、大滝小学校は全体でも子どもの数が少ないことが特徴です。そのため、特

色ある学習や学年を超えた取り組みなどがあればお聞かせください。学校長より、ご指

摘のとおり児童数は少なく、例えば低学年部は１、２年生合わせても１１名です。その

ため行動を共にすることが多く、体育や遊び、校外学習も２学年合同で行うことがあり

ます。少人数ならではの良さを生かし、より深い学びができています。また、本校では

縦割り活動（特別活動）が非常に機能しています。休み時間でも行事でも、１年生から

６年生までが一緒になって活動しており、学年を越えて仲よく過ごしています。 

 続いて、多賀中学校を訪問し、山本学校長より、重点的な取り組みについて説明を受

けました。 

 まず、学ぶ目的の意識づけとして、何のために私たちは学ぶのかという問いを常に生

徒に意識させるよう学校通信などで発信し、激励しているとのことです。次に、今年度

より高校入試の体制が変わり、推薦入試においても全員が５教科のテストを受験するこ

とになりました。出願はウェブ出願となり、入試日程も従来の３月上旬から２月下旬へ

と早まりました。それに伴い、卒業式も若干早まる予定です。学力を定着させるために

は、各授業での振り返り学習、すなわち復習を大切にしており、繰り返すことによって

記憶力の向上を目指しているとのことでした。授業の中では自分の考えを発表する教え
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合いやグループでの話し合いを取り入れており、以前のように全員が前を向いて静かに

黒板を写す光景は減り、発表やアウトプットを繰り返す授業が展開されていると説明が

ありました。さらに、都会であれば体験できる学びの機会が少ないことは生徒にとって

不利になる可能性があるため、外部講師を招き体験を広げているとのことです。これま

でに、弁護士による授業やオリンピック柔道金メダリストによる授業などを実施してき

ました。併せて各学年の活動の様子について、スライド写真や動画を用いて紹介があり

ました。 

 これより質疑応答を報告いたします。 

 議員より、部活動の地域移行や地域展開について、外部指導者の受け入れや子どもた

ちが地域で活動する状況について先生方はどのように感じておられるのか。また、子ど

もたちが感想を話す機会はあるのか。学校長より、地域連携について子どもたちと直接

話す機会はあまりありませんが、部活動を通じて話すことはあります。現在、数名の生

徒が外部スポーツクラブに所属しており、２年前からは中体連の大会にも出場できるよ

うになりました。その様子は広報を通じて町民に紹介しています。バスケットボール部

には外部コーチが来ており、熱心に技術指導をいただいていることは非常にありがたい

と感じています。 

 議員より、再質問がありました。外部指導者が入ることで、教員の負担軽減や働き方

改革につながっているのか、以前と比べて変化や効果はあるのか。学校長より、技術指

導を外部に任せることができているため、指導のための事前勉強の時間は確実に減って

います。ただし、安全確保のため、顧問はその場にいる必要があります。 

 質問３つ目です。議員より、学校設備について、昨年度は校舎にエアコンが設置され

たが今年度はどうか。課長より、今年度は事業に予算化したものはありません。ただし、

老朽化した設備が多く、度々故障が発生しています。現在は多目的室の設備が壊れてお

り、応急的な対応を準備しているところですということでした。 

 最後に、多賀小学校を訪問し、髙橋学校長より、重点的な取り組みについて説明を受

けました。 

 新年度に学校経営管理計画を全教職員で共有し、これを基盤とした学校運営を進めて

いるとのことです。５年生は、フローティングスクールに６８名全員が参加しました。

大変暑い中での実施でしたが、運営側の配慮により日程やプログラムに工夫がなされ、

熱中症の発症予防に努めながら無事に実施できました。６年生は、５月２２日・２３日

に修学旅行が実施されました。修学旅行の経験を通じて大きな成長を遂げ、最高学年と

して役割を果たしています。委員会活動やクラブ活動、登下校時の下学年への配慮など、

多方面で力を発揮しています。また、手助けが必要な子どもへの支援も手厚く行われて

おり、安心して生活できる環境が整っているとのことです。授業規律については、学年

に問わず教員が１つのスタイルを貫き、子どもたちが安心して学習に取り組める体制を

確立しています。 
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 これより質疑応答を報告いたします。 

 議員より、登校が難しい児童への学習支援はどのようにおこなっているのか。学校長

より、数年前から複数の学年にわたって登校が難しい児童がいます。対応としては、ま

ず保護者の希望や思いを丁寧に聞き取ることを基本としています。そのうえで、子ども

の心の動きに沿って対応し、登校を無理に促すことはしていません。登校できた場合に

は、教務主任が個別で対応する体制を取っています。対応方法は様々で、１人が継続的

に担当する場合もあれば、体制上難しい場合には複数で対応することもあります。 

 議員より再質問がありました。宿題やプリントなどの配布物はどのように届けている

のか。学校長より、保護者が学校に取りに来られる場合もあります。毎日特定の児童に

届けてもらうことは負担や配慮が必要となるため、状況に応じて対応を変えています。 

 以上が教育委員会所管の事務調査結果です。 

 続いて、７月１６日午後１時３０分より、委員５名と、執行者側より、町長、課長、

課長補佐、係長、主査の出席を求め、委員会を開催しました。 

 福祉保健課所管の事務調査として、１、保健事業、２、社会福祉事業、３、児童福祉

事業、４、一般介護予防事業について説明を受け、質疑応答を行いました。また、一般

介護予防事業については、現地調査として脳若シャキッと教室の視察を行いました。 

 はじめに、林福祉保健課長より、６月２２日に開催された福祉の集いについて説明が

ありました。参加者は職員１９名を含め３０８名であり、アンケートの結果、具体的な

実践に役立つ内容であったと評価されました。今後、はつらつシニアに向けた町民の行

動につながるものと期待していると報告されました。 

 １つ目、保健事業について。山本係長より３つの事業について説明がありました。 

 ①プレパパママ教室について。妊娠期から産後にかけての体の変化や、子育てに必要

な知識を学んでいただく場として、２か月に１回、奇数月の第２水曜日に９０分間開催

しています。今年度は５月に５組、７月に２組の参加がありました。妊娠５か月からの

参加を推奨していますが、いつからでも参加可能であることを広報し、安心して受けら

れる環境づくりを進めています。 

 ②「高血圧ゼロのまち」モデルタウンの取り組みについて。多賀町は県内でも高血圧

症による医療費が最も高く、脳卒中や心筋梗塞、透析といった重い病気につながってい

ます。そこで、高血圧ゼロのまち宣言を行い、全世帯を対象に血圧測定大作戦を開催し

ます。評価目標は、特定健診における血圧有所見率の低下であり、令和６年度の６２.

６％を令和１１年度には４４％以下にすることを目標としています。取組期間は２０２

５年５月１７日から２０２９年３月３１日までです。 

 ③後期高齢者保健事業と介護予防等との一体的実施について。７５歳を超えると後期

高齢者医療制度に移行しますが、引き続き健康づくりを推進し、住み慣れた地域で自立

した生活が送れるよう支援しています。特にフレイル予防に重点を置き、健康づくり事

業や介護予防事業と連携して取り組んでいます。昨年度からはつらつシニアキックオフ
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講座を年６回開催しており、対象１２４名のうち４１名の参加がありました。今年度は

新たにアカデミック講座を実施し、口腔内環境、排せつ、姿勢をテーマに開催予定です。 

 ２つ目、社会福祉事業の買い物移動支援事業について、野口課長補佐より説明があり

ました。今年度６月から開始し、７５歳以上で移動手段がなく買い物に行くことが困難

で、かつ買い物中の介助を必要としない高齢者を対象に実施しています。事業は社会福

祉法人多賀清流の里へ委託し、毎月第２・第４木曜日の午後に実施しています。利用料

は１００円です。現在の登録者は１７名で、６月１２日に６名、６月２６日に４名、７

月１０日に５名の利用がありました。利用者からは、「自分の目で見て買えてうれしい」、

「家族に頼らず助かる」といった声が寄せられているそうです。 

 ３つ目、児童福祉事業のうち、新規事業である妊婦支援給付事業について、古川課長

補佐より説明がありました。令和５年度の出産子育て応援事業が国の制度化されたもの

で、給付金は全額国から支給されます。妊娠認定後に５万円を支給し、妊娠している子

どもの人数に応じて１人当たり５万円を追加支給します。死産や流産された場合も対象

に含まれています。並行して伴走型相談支援を組み合わせ実施しています。今年度は、

７月１５日までに妊娠認定後の５万円を９人に支給いたしました。また、妊娠している

子どもの人数に応じた給付については１２人分の支給を行いました。これは令和６年度

に妊娠され４月以降に出産された方も含まれているため、人数に差が出ております。給

付の周知については、プレパパママ教室での案内や、妊娠８か月時点でのアンケート郵

送を通じて周知しています。 

 これより質疑応答を報告いたします。 

 委員より、プレパパママ教室について対象人数はどれほどか。係長、母子手帳交付で

案内し、令和７年４月以降９名、転入者を含め１１名に直接案内しました。ホームペー

ジや母子モアプリを見て参加する方もいます。 

 質問２つ目です。買い物移動支援事業について、予約方法や送迎の順番はどうか。課

長補佐、予約は３日前までに電話で受け付け、定員５名以下なら利用可能です。当日の

送迎順は委託先が効率的に決定しています。 

 ３つ目の質問です。高血圧ゼロのまちプロジェクトは特定健診で把握するのか。係長、

評価は特定健診の数値を用いますが、事業自体は全町民対象で、出前講座や母子手帳交

付、乳幼児健診などを通じて幅広くアプローチしています。 

 最後４つ目、一般介護予防事業について、現地視察を含みます。作田作業療法士より

自己紹介があり、続いて林課長より説明を受けました。目的は、６５歳以上を対象に、

認知機能や運動機能の低下を予防することです。足腰シャキッと教室は運動機能低下の

予防、足腰シャキッと教室プラスは運動機能予防に加えて地域活動リーダー育成も狙い

としています。脳若シャキッと教室は認知機能低下の予防、通所型サービスＡは生活機

能向上を目的とした通所支援、通所型サービスＣは６か月の短期集中型支援となってい

ます。 
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 これより質疑応答を報告いたします。 

 １つ目、議員より、教室の参加者は自家用車で来ているのか。作業療法士より、希望

に応じて送迎しています。自家用車で来る方もいます。通所型サービスＡは清流の里の

送迎車を利用する方が多いです。 

 ２つ目の質問、委託先、鈴木ヘルスケアサービスはどのような基準で選定されている

のか。課長より、近隣で介護予防事業を実施しているのは当該事業所のみであり、鈴木

ヘルスケアサービスへ委託しています。 

 以上が福祉保健課所管の事務調査結果です。 

○議長（菅森照雄君） 質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第６ 「産業建設常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について、報告を求めます。 

 ８番、山口久男産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 山口久男君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（山口久男君） 閉会中における産業建設常任委員会の所管事務調

査報告を行います。 

 ７月１４日午前９時より、委員全員と議長、執行者側より、町長、藤本企画課長、山

本企画課長補佐および澤渡主任の出席を求め、委員会を開きました。 

 まず、企画課に関する事項について、ふるさとワーキングホリデー事業、地域おこし

協力隊起業等支援補助金事業、ガバメントクラウド整備事業について、以上３点につい

て、担当者から説明を受けました。 

 まず最初に、ふるさとワーキングホリデー事業についてであります。 

 （１）事業の目的について。本事業は、都市部など町外に居住する若者等が一定期間

多賀町に滞在し、働いて収入を得ながら地域住民と交流し、本町の魅力を感じることで

関係人口、交流人口の増加を図り、将来の移住・定住を促進するための事業であります。 

 （２）事業概要についてです。事務局はＮＰＯ法人おおたき里づくりネットワークで、

担当は朝比奈定住支援員です。対象は、就職活動中の大学３から４回生や、転職活動中

または休職中の１年目から３年目の社会人の方などです。開催日時および募集人員は、

９月１６日から９月２９日、２月下旬そして３月上旬にそれぞれ５名、全部で１５名程

度を見込んでいます。就職先は合同会社エヴァワット２名、大滝山林組合２名、合同会

社もんてくーる１名から２名、株式会社里和浸酒１名から２名です。滞在拠点は樋田地

区の空き家であり、現在改修中であります。スケジュールは１４日間滞在し、１日目は

滞在拠点での歓迎会、２日目以降は町内の散策や観光案内、３日目以降は就業先での就

労業務やおおたき里づくりネットワークの活動への参加などを実施するものです。財源
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は特別地方交付税措置で、対象経費の上限額の２分の１の予算で予算額は１３２万円で

す。 

 次に、地域おこし協力隊等支援補助金についてであります。 

 （１）事業の目的についてです。地域おこし協力隊が引き続き本町に定住することを

促進するため、隊員が本町内で起業することや事業継承することを支援するものであり

ます。 

 （２）交付決定実績についてです。事業は、大滝地域の酒蔵をリノベーションし、地

元農家等が栽培したビーツやハーブを活用したリキュール酒の製造・販売するものであ

り、申請者は地域おこし協力隊としてこれまで活動されてきた岩下晃士さんです。 

 次に、ガバメントクラウド事業について報告します。 

 事業概要は、全国の自治体の基幹業務を国が示す標準準拠システムに移行し、国の定

めたセキュリティー評価基準を満たしたクラウドサービスを利用するものであります。

政府は標準準拠システムへの移行に関し、行政運営の効率化、システム開発、運用コス

ト削減、データの連携、一元管理ができると説明をしております。現在は多賀町では、

６町行政システム共同利用料として、株式会社ＫＫＣ情報システムに年額４,７１９万

円で契約をしております。移行後は、標準化業務１８業務に回線使用料として株式会社

オプテージに年間４０２万円、サーバー使用料としてデジタル庁を通じてアマゾンウェ

ブサービスに年額１,９３７万円、システム使用料としてＫＫＣ情報システムに年額７,

５３１万円、標準化外業務にＫＫＣ情報システムに年額３,５０７万円の支出となり、

標準準拠システムに移行後は年額１億３,３７９万円になるとの説明がありました。 

 以上の事業概要説明の後、樋田シェアハウス、富之尾酒蔵の現地視察を行いました。

樋田シェアハウスにおいて地域おこし協力隊の南井賢大さんより説明を受けました。富

之尾酒蔵で、クラフトリキュールの製造過程などについて岩下晃士さんから説明を受け

ました。 

 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 まず最初に、ふるさとワーキングホリデー事業についてです。 

 滞在拠点について、樋田シェアハウスでの事務局スタッフが常勤となるが、スタッフ

とは地域おこし協力隊の方かとの質疑に対し、事務局スタッフとして南井隊員を想定し

ております。樋田シェアハウスに、地域おこし協力隊の常駐する部屋と別の部屋でワー

キングホリデーの参加者が滞在することとしておりますとの答弁がありました。 

 次に、就業先である合同会社エヴァワットについての質疑に対し、会社は藤瀬地区に

あり、農作物を栽培しインターネットで情報発信する会社と聞いておりますとの答弁が

ありました。 

 次に、募集の受付スケジュールについての質疑に対し、２回目、３回目以降は具体的

にはまだ調整中となっております。１回目の９月に実施する就業先は４社であり、全て

大滝地区です。就業先は現在も募集しており、１回目の募集で実績を積み、ほか地域の
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企業にも働きかけを行い、参加企業を増やしていきたいと考えておりますとの答弁があ

りました。 

 シェアハウスは８名定員の改装が進められているが、今回５名に絞った理由は何かと

の質疑に対し、シェアハウスは８名滞在できる改装となっています。他の就業先と調整

や、１回当たりの人数は最初は５名ずつ受け入れ予定であり、受け入れ後の検証をしな

がら今年度は進めていくというイメージなのです。今回は１回当たり５名ずつの受け入

れと考えております。委託する仕様書では年間１０名程度受け入れできるよう依頼して

おり、さらに最大１５名受け入れできるよう事務局としては考えていただいております

との答弁がありました。 

 酒蔵建物を活用した酒蔵について、山村活性化支援交付金の申請状況はどうかとの質

疑に対し、山村振興の活性化交付金は農水省の交付金であり、申請済みです。実施主体

は町ではなく、事業会社や里づくりネットワークが参画する協議会で申請されたもので

す。町予算ではなく直接交付されるもので、既に交付決定がされています。その使途は、

ハード整備ではなくソフト事業の交付金となっていますとの答弁がありました。 

 次に、内容はどうかとの質疑に対し、リキュール酒などの販売促進に関係するイベン

ト、農水省が行う都市部での商談会などに出席するための費用、販売促進のマーケティ

ングに係る分の事業計画を既に農水省に提出し、それに対し交付決定が出されたところ

ですとの答弁がありました。 

 蒸留器など酒造りの施設整備に多額の費用がかかるが、設備投資はどうかとの質疑に

対し、設備投資にかかる費用は、起業支援補助金も設備投資の方で使っていただくこと

になり、また共同出資者もおられますし、公的資金の借入れも活用しながら設備投資の

費用に充てると聞いておりますとの答弁がありました。 

 次に、ガバメントクラウド事業についてであります。 

 ガバメントクラウドのシステムを年間動かすのに、大体概算どのくらい年間費用にな

るのかとの質疑に対し、１８業務の方がガバメントクラウドになるが、こちらはオプテ

ージとデジタル庁を通じたアマゾンウェブサービスとＫＫＣ情報システムに支払う金額

を足した分となりますので、約１億弱で９,８９４万円の金額になりますとの答弁があ

りました。 

 標準化外業務の費用はとの質疑に対し、標準化外業務というものも引き続き多賀町で

一括契約になりますので、こちらもプラスでかかってくるという形になりますとの答弁

がありました。 

 今までどおり人口割で標準化外業務を契約することはできないのかとの質疑に対し、

結論的にはできないということになります。今回の見直しについて、６町の中でも要る

業務と要らない業務がそれぞれ分かれてきたというものもあります。また、５年前と比

べ、システムエンジニアの保守料など人件費等が値上がりしております。その中で、町

独自がそれぞれＫＫＣと契約を締結したほうが良いとの結論になりました。ただ、ＫＫ



－１７－ 

Ｃからいただいている今回の見積もりについては６町価格になっているため、１町で契

約するよりもかなり安く割引が入っているという話は聞いておりますので、これまでの

ような人口割はなくなったが、６町での割引は多少入っているということになっており

ますとの答弁がありました。 

 全国の自治体がおこなっている基幹業務において、多賀町では、住民記録、固定資産

税、住民税、印鑑登録、国民健康保険、戸籍、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉、

児童手当、子育て支援など、１８の業務を国が示す標準準拠システムに移行し、標準化

外対象業務はアマゾンウェブサービスと標準化外業務を従来の三重電に分けてシステム

を構築することに関しての質疑を行いました。 

 移行後の経費について、回線使用料、デジタル庁への支払いなど、運用経費の増大が

今後見込まれることから、交付税措置を含め、国に対し財政措置を求めることを申し添

えて、閉会中における産業建設常任委員会の報告とします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第７ 「同意第４２号 多賀町教育長の任命につき同意を求

めることについて」を議題とします。 

 本案について、提案者の説明を求めます。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 「同意第４２号 多賀町教育長の任命につき同意を求めることに

ついて」ご説明申し上げます。 

 平成２８年１０月１日から本町教育長としてご尽力いただいております山中健一氏は、

本年９月３０日をもって任期が満了となります。３期９年の長きにわたり、教育長とし

て熱意を持って意欲的に活躍され、その高い人格、深い識見をもって教育行政の発展に

多大なご貢献をいただきました。特に、県教育行政での豊富な経験を生かし、常に学

校・園の危機管理意識を高めるとともに、心豊かにたくましくつながり学ぶ多賀の子を

基本に、幼小中連携教育の重要性を認識され、学校・園づくりに取り組んでいただいた

教育者としての長年のご功労、ご功績に対し、深く感謝の意を申し上げるところでござ

います。本当にありがとうございました。 

 なお、後任者といたしましては、地方自治の本旨に理解があり、教育、学術、文化等、

教育行政に関して優れた識見をお持ちで、本町の学力向上にも熱心に取り組んでいただ

いております青木靖夫氏を適任者と考えますので、地方教育行政の組織および運営に関

する法律第４条第１項の規定によりご提案を申し上げ、同意を賜りますよう、よろしく

お願いを申し上げます。 
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○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「同意第４２号 多賀町教育長の任命につき同意を求めることについて」は、同意す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、同意第４２号は

同意することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第８ 「同意第４３号 多賀町教育委員会委員の任命につき

同意を求めることについて」を議題とします。 

 本案について、提案者の説明を求めます。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 「同意第４３号 多賀町教育委員会委員の任命につき同意を求め

ることについて」、ご説明申し上げます。 

 令和３年１０月１日から、教育委員としてご尽力をいただいております安田良介氏は、

本年９月３０日をもって任期が満了となります。同氏は高潔で地方自治の本旨に理解が

あり、教育委員として、学校教育、社会教育の推進・振興に幅広い見識のもと、熱意を

持って職務を遂行いただき、その功績は高く、委員にふさわしい人材であると考えます。

今後もこれまでの豊富な知識と経験を生かし、大所高所から引き続き適切なご助言、ご

提言をいただけるものと思っております。 

 以上のことから、安田良介氏を教育委員として適任者と考えますので、地方教育行政

の組織および運営に関する法律第４条第２項の規定に基づきご提案を申し上げ、同意を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 
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 「同意第４３号 多賀町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」は、

同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、同意第４３号は

同意することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第９ 「報告第４４号 令和６年度多賀町の財政の健全化判

断比率および資金不足比率の報告について」を議題とします。 

 本案について、提案者の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「報告第４４号 令和６年度多賀町の財政の健全化判断比率

および資金不足比率の報告」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書３ページをお願いいたします。 

 本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、毎年、決

算ごとに算定し、監査委員の審査に付した上、議会に報告し公表しなければならないと

されております。 

 去る８月２５日、監査委員の審査に付しましたところ、この審査が終了し、意見書が

提出されましたので、議会に報告をするものでございます。 

 まず、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、多賀町における一般会計、

特別会計、全ての会計におきまして収支が黒字となっておりますので、赤字比率はなく、

数値には表れておりません。 

 次に、実質公債費比率でございますが、前年度から０.８ポイント減少し６.０％とな

りました。数値につきましては、早期健全化基準の２５％を下回っておりますので、健

全財政の範囲内となっております。 

 次に、将来負担比率につきましては数値は算出されず、前年度より１７.５ポイント

減少しました。これは令和６年度は通常の起債償還に加え約１億４,０００万円繰上償

還を実施したほか、充当可能基金に約１億円を積み増しできたことが大きな要因である

と考えております。 

 次に、資金不足比率につきましては、水道・下水道事業、いずれの会計におきまして

も資金不足額がなく、数値には表れておりません。 

 令和６年度の決算による算定におきましては健全財政を維持できており、今後におい

ても当財政指標の数値に留意しつつ、健全財政を堅持してまいりたいと考えております。 

 以上、報告に代えさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 「報告第４４号 令和６年度多賀町の財政の健全化判断比率および資金不足比率の報

告について」の報告を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

 議場の時計で１０時５０分とします。 

（午前１０時３８分 休憩） 

                                        

（午前１０時５０分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１０ 「議案第４５号 多賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第４５号 多賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書４ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正は、国人事院による公務員人事管理に関する報告書において、仕事と

生活の両立支援の拡充が示されましたので、多賀町においても所要の措置を講じるため、

条例の改正を行うものでございます。 

 今回の改正のポイントは、職員が仕事と子育ての両立支援制度をより利用しやすくす

るため、各支援制度につきまして意向確認等、任命権者として該当職員への説明を義務

づける条文を加えるものでございます。 

 まず、第１５条につきましては、今回の追加条文による条項ずれの改正となります。 

 第１５条の３につきましては、今回の改正趣旨であります妊娠、出産等についての申

出をした職員に対する意向確認の条文を加えるもので、任命権者としての説明を義務づ

け、第１項については、妊娠、出産の申出があった時点、第２項については、３歳未満

の子を養育する職員について、それぞれ第１号から第３号において具体の措置内容を規

定するものでございます。 

 付則として、この条例は令和７年１０月１日より施行するものとし、経過措置として、

施行日以前においても改正後における該当職員と認められる職員については、同様の措

置を講ずることができる旨規定するものです。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４５号 多賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第４５号は

原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１１ 「議案第４６号 多賀町職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第４６号 多賀町職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例について」、ご説明いたします。 

 議案書６ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正は、育児を行う職員の部分休業制度を拡充し、仕事と生活の両立支援

を図るため、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されましたので、多賀町にお

いても所要の措置を講じるため、条例改正を行うものでございます。 

 第１条につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことによ

る条項ずれを修正するものです。 

 第１９条につきましては、部分休業を取得できない職員の範囲を緩和するため、従前

の勤務日ごとの勤務時間の規定を削除するものでございます。 

 第２０条につきましては、従前、部分休業の取得につきましては、勤務時間の始めと

終わりを規定されていたものを、勤務時間内においては任意の時間に取得できるよう改

正するものです。 

 また、第２０条の２から第２０条の４までの規定につきましては、新たに条項を設け、

１時間を単位として１年につき１０日相当、７７時間３０分の範囲で部分休業が取得で

きるよう規定を設けるものです。 

 第２０条の５につきましては、部分休業の変更について特別な事情を規定し、変更が

できるよう規定するものです。 

 付則として、この条例は令和７年１０月１日より施行するものとし、経過措置として、

施行日から令和８年３月３１日までの第２０条の４の適用につきましては６か月である
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ことから、７７時間３０分とあるのは、３８時間４５分、乗じる時間が１０時間とある

のは５時間とするものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４６号 多賀町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第４６号は

原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１２ 「議案第４７号 多賀勤労者体育センター解体工事

の請負契約の締結について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第４７号 多賀勤労者体育センター解体工事の請負契

約の締結」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書８ページをお願いいたします。 

 去る７月３０日、多賀勤労者体育センター解体工事に係る条件付一般競争入札を執行

し、６社による入札の結果、滋賀県彦根市西今町７２６番地１、株式会社森音、代表取

締役、森豊が、５,４８８万円で落札いたしましたので、消費税１０％を乗じ、６,０３

６万８,０００円で工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約および財

産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決をお願いするもの

でございます。 

 工事概要としましては、老朽化している多賀勤労者体育センターを解体し、解体後、

整地としてアスファルト舗装をするものでございます。 

 工期につきましては、本契約締結日の翌日から令和８年１月２２日までとしておりま

す。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し
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上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４７号 多賀勤労者体育センター解体工事の請負契約の締結について」は、

賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第４７号は

可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１３ 「議案第４８号 多賀町立小中学校学習者用コンピ

ュータ購入契約の締結について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 伊東学校教育課長。 

〔学校教育課長 伊東瑞江君 登壇〕 

○学校教育課長（伊東瑞江君） 「議案第４８号 多賀町立小中学校学習者用コンピュー

タ購入契約の締結」につきまして、ご説明を申し上げます。 

 議案書の９ページをお願いいたします。 

 去る４月３０日、滋賀県ＧＩＧＡスクール構想推進協議会が設置する審査会において、

２社によるプロポーザル審査が行われました。審査結果としまして、滋賀県大津市にお

の浜３丁目４番３４号、株式会社ウチダビジネスソリューションズ、代表取締役、田中

元博が選定されました。 

 その結果を受け、この度、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に

関する条例第３条の規定に基づき、滋賀県大津市におの浜３丁目４番３４号、株式会社

ウチダビジネスソリューションズ、代表取締役、田中元博と、小中学校合わせて３,８

４０万５,２００円に消費税１０％を乗じ、４,２２４万５,７２０円で購入契約を締結

させていただきたく、議会の議決をお願いするものです。 

 今回の契約における納入期限は、令和８年２月２７日としております。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 



－２４－ 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４８号 多賀町立小中学校学習者用コンピュータ購入契約の締結について」

は、賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第４８号は

可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１４ 「議案第４９号 令和７年度多賀町一般会計補正予

算（第３号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第４９号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第３

号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書１１ページをお願いいたします。 

 今回お願いいたします補正予算は、新たな行政需要に対応するとともに、各所管にお

ける事業の進捗を踏まえ予算を調整したもので、第１条に記載のとおり、既定の歳入歳

出予算の総額にそれぞれ１億１,８９７万２,０００円を追加し、歳入歳出６７億８,９

９３万６,０００円とするものでございます。 

 第２条の債務負担行為の補正につきましては、１５ページの第２表のとおり、町内小

中学校の体育館の空調設備整備に係る工事費につきまして、令和８年度までの２年間で

２億１,０００万円の範囲内での設定をお願いするものです。 

 次に、第３条の地方債の補正につきましては、１６ページの第３表のとおり、多賀小

学校の校舎改修事業については７０万円を増額し５,８００万円に、通学路安全対策事

業については１４０万円を増額し５８０万円に、それぞれ借入限度額の変更をお願いす

るものでございます。 

 それでは、補正内容につきまして、１９ページ、歳入からご説明いたします。主なも

のについてご説明させていただきます。 

 ５款町税では、固定資産税、償却資産税で企業による増資が好調であり、当初予算の

見込みを大きく上回る申告があり、５,７９５万２,０００円を追加するものです。 

 ２５款地方交付税は、本年度の普通交付税が確定し、１１億５,６５３万６,０００円

の交付となったことから、当初予算との差額４,３４６万４,０００円を減額するもので
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す。先ほど申し上げました固定資産税につきまして、当初予算より増収となったことで、

基準財政収入額が増加したことが大きな要因でございます。 

 次に、５０款国庫支出金では、１９ページから２０ページにかけまして、民生費にお

ける障害者自立支援事業の事業費の増加による３,０００万円の増額や、こども家庭セ

ンター開設に係る経費に対する子育て交付金４０６万３,０００円の追加交付を受ける

ことから、教育費、土木費においても、事業費に合わせて精査をして増減をしておりま

す。特に小学校のトイレ改修に係る財源として見込んでおりました学校施設環境改善交

付金２,７２２万６,０００円につきましては、財源措置をしていただけませんでしたの

で、減額補正としております。 

 ２０ページ中段、５５款県支出金は、国庫同様、民生費における障害者自立支援事業

の事業費の増加による１,５００万円の増額のほか、防犯カメラ設置に係る補助２４０

万円を受け入れ、その他と合わせまして１,８６１万５,０００円を増額計上するもので

ございます。 

 ２１ページ上段、７０款繰入金につきましては、先ほど国庫支出金でご説明いたしま

した教育費における学校施設環境改善交付金の交付が見込めないため、財政調整基金よ

り同額の２,７２２万６,０００円を繰り入れるものでございます。公共施設等維持管理

基金からの繰入れにつきましては、事業費の精査により２８０万円の減額、多賀町まち

づくり基金からの繰入れにつきましては、令和６年度にふるさと納税としてご寄付いた

だきました額が決算により確定し、１,０２６万７,０００円、当初予算より上回りまし

たので、その額を財源充当するものでございます。 

 ７５款繰越金３,６９１万４,０００円は、今回の補正に要する一般財源分として充当

するものでございます。 

 ８０款諸収入では、大佐谷財産区選挙費用分として１３万５,０００円全額を、大佐

谷財産区会計より受け入れるほか、令和６年度の民生費の国庫補助金について、不足交

付分２４６万４,０００円を受け入れるものでございます。 

 ８５款町債につきましては、冒頭説明いたしましたとおり、２つの事業につきまして

合わせて２１０万円の追加をお願いするものでございます。 

 次に、歳出でございます。２３ページをお願いいたします。主なものを説明させてい

ただきます。 

 １０款総務費、５項総務管理費、２５目財産管理費の備品購入費につきましては、今

年度、庁舎の空調更新工事を実施しておりますが、冬季においては空調が機能しない状

態となることから、庁舎内各所に暖房器具を設置し対応いたしたく、１３０万４,００

０円をお願いするものです。３５目諸費、防犯カメラ設置補助金につきましては、今年

度より３年間、滋賀県全体で防犯事業を強化することに合わせまして、多賀町において

も各集落の防犯機能を向上いただくため、補助として要望のあった１６集落分４８０万

円をお願いするものです。４５目企画費では、多賀スマートインターチェンジ上り線の
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開通式典費用１２５万円をお願いするものです。 

 １０項徴税費では、町税の過年度還付が見込まれることから、その対応として４３３

万６,０００円をお願いするものです。 

 ２４ページ、２０項選挙費では、１０月に予定しております大佐谷財産区議会議員選

挙費について、１３万５,０００円を計上しております。 

 次に、１５款民生費でございますが、５項社会福祉費では、２４目障害者自立支援費

につきましてはサービス需要が増加しており、訪問入浴サービス、障害サービス給付費

について増額をお願いするもので、国への過年度の返還分を合わせまして６,１１４万

１,０００円をお願いするものです。 

 ２５ページ、１０項２２目子育て支援対策費では、来年度より国の制度改正に合わせ

てさらなる子育て支援の充実を図っていくため、ふれあいの郷内にこども家庭センター

を開設し対応していくこととしており、その準備経費として、消耗品から備品購入費ま

での６０９万５,０００円をお願いするものでございます。 

 ２６ページ、２５款農林水産業費、５項農業費では、小規模農地獣害対策補助金の需

要が多く３９万１,０００円の増額、１０項林業費では、林道アサハギ線のほか、崩土

の除去等、林道維持補修工事費として８０万円をお願いするものです。 

 ３０款商工費、１５目観光費では、近年、登山者が多い高室山の登山道の整備補助金

として、２０万円の追加をお願いするものです。 

 ３５款土木費では、１０目道路橋梁維持費では、多賀スマートインターが開通するこ

とによります接続道路管理委託料６１３万８,０００円、町道小森池線等の補修工事費

４１３万６,０００円、１５目道路橋梁新設改良費では、町道多賀月之木線拡幅工事費

や橋梁の点検業務委託料、交通安全対策工事費等、道路橋梁費合わせまして３,２４２

万９,０００円をお願いするものです。 

 １５項都市計画費では、土地開発に係る雨水排水審査が必要なため、委託料として１

５７万３,０００円をお願いするものでございます。 

 ２８ページ、４５款教育費、１０項小学校費では、現在実施しております両小学校の

トイレ改修工事費用を精査し、設計監理委託料につきましては５６２万５,０００円の

減額。施設改修工事費につきましては、多賀小学校におきまして仮設トイレの対応が必

要となったことによりまして、３００万円の増額をお願いするものです。 

 １５項中学校費におきましては、トイレ改修実施設計委託料につきまして、アスベス

ト含有調査等が必要となり、３２０万円の増額、現在、生徒が利用しております昇降口

の雨漏り対応工事として２００万円をお願いするものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第４９号については、議長を除く８人の委員で構成する予算特別

委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４９号は、８人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付

託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただ今設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第７条第４項の規定により、お手元の名簿のとおり指名したいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、予算特別委員会の委員はお手元の名簿のとおりに選任することに決定しまし

た。 

 暫時休憩します。 

 この間に、予算特別委員会において、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長

および副委員長の互選をお願いいたします。なお、その結果を議長まで報告願います。 

 再開は議場の時計で１１時２５分とします。 

（午前１１時１９分 休憩） 

                                        

（午前１１時２４分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただ今、予算特別委員会の委員長および副委員長の報告がありましたので、報告いた

します。委員長に６番、川岸真喜議員、副委員長に８番、山口久男議員が選出されまし

た。 

 なお、予算特別委員会は、別紙のとおりの日程表により審査いただき、その経過と結

果を議長まで報告願います。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１５ 「議案第５０号 令和７年度多賀町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第５０号 令和７年度多賀町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の３１ページをお願いします。 
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 今回お願いします補正は、令和８年度から始まる子ども・子育て支援金制度に係るシ

ステム改修費用、令和６年度保険給付費の額および保険者努力支援交付金事業費分の額

が確定し、その精算として滋賀県に返還するため補正するものでございます。第１条に

記載のとおり、既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ１,６７６万３,０００

円を追加し、歳入歳出それぞれ９億１,０９７万円とするものでございます。 

 議案書の３６ページをお願いします。 

 歳入について、事項別明細書でご説明申し上げます。 

 １５款１０項４０目の総務費国庫補助金は、子ども・子育て支援事業費補助金として、

子ども・子育て支援金制度に係るシステム改修費用９６８万円を受け入れるものです。 

 ４５款５項１０目のその他繰越金は、令和６年度保険者努力支援金交付金事業費分の

額が確定し、その精算として滋賀県に返還するため１０６万７,０００円を計上するも

のです。 

 ５０款１５項５目の雑入は、令和６年度保険給付費の額が確定し、その精算として滋

賀県に返還するため、国保連合会から多賀町に既に返還されている保険給付費等返還金

を財源として６０１万６,０００円を計上するものです。 

 議案書の３７ページをお願いいたします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ５款５項５目の一般管理費は、子ども・子育て支援金制度に係るシステム改修費用と

して９６８万円の補正をお願いするものです。 

 ３５款５項５目の償還金は、令和６年度保険給付費の額および保険者努力支援交付金

事業費分の額が確定し、その精算として滋賀県に返還するため、保険給付費等返還金６

０１万６,０００円と、保険者努力支援交付金事業費分返還金１０６万７,０００円の計

７０８万３,０００円の補正をお願いするものです。 

 令和７年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についての説明は以上で

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第５０号 令和７年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第５０号は
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原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１６ 「議案第５１号 令和７年度多賀町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第５１号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書の３９ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,

０１４万５,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ８億９,３１０万３,０００円とする

ものでございます。今回の補正の内容は、令和６年度介護給付費等の収支確定による過

年度返還金について補正をお願いするものでございます。 

 それでは、事項別明細書により、議案書４４ページ、歳入からご説明させていただき

ます。 

 ４５款繰越金につきまして、介護保険特別会計事業の収支の確定により、国や県など

への返還金としまして、前年度繰越金より１,０１４万５,０００円を財源充当するもの

でございます。 

 続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。 

 ２５款諸支出金、５目償還金につきましては、令和６年度介護給付費等の収支確定に

伴い、前年度の超過受入れ分を精算し、国庫支出金３４７万６,０００円、県支出金２

４２万１,０００円、支払基金に４２４万８,０００円、合わせて１,０１４万５,０００

円を返還金として支出するものでございます。 

 以上、説明とさせていただきますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第５１号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 
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○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第５１号は

原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１７ 「議案第５２号 令和７年度多賀町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第５２号 令和７年度多賀町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第１号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の４７ページをお願いします。 

 今回お願いします補正は、令和８年度から始まる子ども・子育て支援金制度に係るシ

ステム改修費用を補正するものでございます。第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出

の予算の総額に歳入歳出それぞれ１３２万円を追加し、歳入歳出それぞれ１億４,０８

８万９,０００円とするものでございます。 

 議案書の５２ページをお願いします。 

 歳入について、事項別明細書でご説明申し上げます。 

 １１款５項１０目の総務費国庫補助金は、子ども・子育て支援金事業費補助金として、

子ども・子育て支援金制度に係るシステム改修費用１３２万円を受け入れるものです。 

 議案書の５３ページをお願いいたします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ５款５項５目の一般管理費は、子ども・子育て支援金制度に係るシステム改修費用と

して１３２万円の補正をお願いするものです。 

 令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についての説明は

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第５２号 令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第５２号は
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原案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１８ 「認定第５３号 令和６年度多賀町一般会計歳入歳

出決算の認定について」から日程第２６ 「認定第６１号 令和６年度びわ湖東部中核

工業団地公共緑地維持管理特別会計歳入歳出決算の認定について」までの９つの認定案

を、一括して議題とします。 

 まず初めに、代表監査委員、寺西久和氏より、決算審査の結果の報告を求めます。 

 寺西監査委員。 

〔監査委員 寺西久和君 登壇〕 

○監査委員（寺西久和君） 令和６年度多賀町一般会計および水道事業、下水道事業を除

く特別会計歳入歳出の決算を審査しました結果について、ご報告申し上げます。 

 ８月６日、７日および８日の３日間にわたり、川岸監査委員とともに、地方自治法第

２３３条第２項の規定により審査に付された令和６年度一般会計、各特別会計の歳入歳

出決算について監査を実施しました。 

 令和６年度の各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書および各基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して作成さ

れているかどうかを確かめ、これらの計数の正確性を検証するため、関係諸帳簿その他

証拠書類と照合等、通常実施すべき審査手続を実施するとともに、定期監査および例月

現金出納検査等の結果ならびに主要施策の成果に関する調書を参考にしながら審査を実

施しました。 

 審査の結果、各会計調書は関係法令に準拠して作成されており、その計数等に誤りは

ないものと認められ、予算の執行および関連する事務の処理は適正に行われていました。 

 なお、審査結果につきましては、町長宛決算審査意見書を提出しております。 

 一般会計の決算収支における実質収支額は２億６,０７３万円の黒字決算となりまし

た。 

 歳入につきましては、総予算額に対する収入率は１００.６％、調定額に対する収入

率は９９.７％となり、財源確保に努力され、町税収等の収納率は県下で高位にありま

す。しかし、収入未済額が令和５年度で１,５３７万円、令和６年度１,９７６万円と、

令和５年度は令和４年度より約４４１万円、令和６年度は令和５年度より４３９万円増

額しており、税負担の公平性の観点から、収納率の向上、収入未済額の減少に、より一

層積極的な取り組みに努められることを願うものであります。 

 歳出につきましては、総予算に対し９６％の執行率となっております。財源等経常経

費の節減に努められ事務事業を執行されていますが、不用額について前年度より減少し

つつも、一部の事業においては大きな不用額があり、精査のうえ、予算の適正額の確保

と適時的確な見直しにより、不用額の縮減を望むところであります。 

 財政構造につきまして分析しますと、歳入の構造として、町民税、固定資産税が増収
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し、繰越金、町債が減少しており、自主財源は５１.３％と前年度と同様になったとこ

ろであります。 

 歳出の構成として、消費的行政経費は、主なものとして人件費の人事院勧告による給

料、手当等の増加、物件費の保育園・こども園給食業務委託、電算構築委託料の増加に

より、前年度より３億３,６０２万円の増額となっております。 

 投資的経費は、主なものとして、普通建設事業費のうちの認定こども園建設事業、都

市公園整備事業、スマートインター整備事業で、事業費の減少により、前年度より５億

２１７万円減額となっております。 

 財務分析による指標を見てみますと、財政経営の財政力を示した財政力指数は０.５

６％と、前年度より０.０１ポイント高くなりました。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度より１.７ポイント低くなり、７

０％から８０％の適正指標に近い８０.４％となり、弾力性をやや欠く指標となってお

ります。 

 地方債残高は、前年度より４億４,５５９万円減少し、４６億２,７７８万円となりま

した。地方債現在高比率は、前年度より１８.６ポイント低くなり１２９.９％となりま

したが、依然として厳しい状況にあることから、慎重かつ適正な対応を望むものであり

ます。 

 続いて、８月２５日、同じく川岸監査委員とともに、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき審査に付された令和６年度財政健全化の審査お

よび同法第２２条第１項の規定に基づき審査に付された経営健全化の審査を行いました。 

 審査の結果、健全化判断比率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも適正に算定されているものと認められました。 

 健全化判断比率については、実質赤字比率および連結実質赤字比率ともそれぞれ赤字

額は発生せず、該当なしとなりました。実質公債費比率は、早期健全化基準の２５％に

対し６％であり、また将来負担比率は早期健全化基準の３５０％に対して、将来負担額

より充当可能財源等が多いため算定されなくなり、良好な状態にあると認められました。 

 また、資金不足比率については、実質的な資金不足比率は算定されなく、良好な状態

にあると認められました。 

 基金の運用状況を示す書類の計数は、関係調書と照合しましたところ、運用状況は妥

当であると認められました。 

 積立基金につきましては、目的に沿った使途に応じて、減債基金１,６７６万円、ま

ちづくり基金１億３,５３１万円、社会福祉基金１,９７７万円、公共施設等維持管理基

金２,５５０万円を取り崩して、一方、財政調整基金４４３万円、減債基金２,２２１万

円、まちづくり基金１億４,８２７万円、公共施設等維持管理基金１億３,２０７万円を

積み立てられております。積立基金合計は、前年度より１億９６３万円増加し２０億５,

００５万円となり、積立基金の現在高比率は前年度より０.１ポイント増加し６６.２％
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となりましたが、今後も総合的かつ計画的な財政運営に努めることを望むところであり

ます。 

 次に、特別会計における決算収支の実質収支額は４,５４３万円の黒字となっており

ます。積立金残高は前年度より５３３万円減少し、４億７,０１１万円となっておりま

す。この中で、国民健康保険、介護保険事業および後期高齢者医療事業会計は、歳入歳

出とも特別会計全体の９９.４％を占めております。いずれも県内において高い収納率

で、収納事務に対する努力がうかがえます。 

 しかし、収入未済額が国民健康保険においては、令和５年度が令和４年度より４２０

万円と増額し、令和６年度が令和５年度より５５３万円と増額しましたので、公平な医

療と公平な税負担から、適正な対応による収入未済額の減少により一層努められること

を望みます。 

 不用額については１億７,４９０万円と多額になっており、精査のうえ、予算の適正

額の確保と適時的確な見直しにより、不用額の縮減に努められたい。 

 最後に、県内高位の高齢化率であり、今後も特定健診受診率および保健指導の向上、

健康づくりの取り組み、医療費の削減に、積極的な介護予防事業の充実に一層努めてい

ただきますよう望みます。 

 次に、財産の状況につきましては、公会計制度による町有財産台帳の更新を図り、資

産の把握と管理を行うとともに、多賀町公共施設等総合管理計画、各施設の管理計画に

より、将来にわたり総合的かつ計画的な管理の推進と日常の維持管理に、基金の積立等、

必要な財源の確保に努められますよう望むものであります。 

 第６次多賀町総合計画および多賀町行政改革大綱実施計画の進捗状況につきましては、

一部評価を下回るもおおむね成果を上げており、さらに検証、見直し精度を上げ、次年

度以降も目標達成に向けて着実に遂行されることを期待します。 

 最後に、限られた財源の中で説明責任を果たすべき効率的・効果的な事務執行をする

ためには、地方自治法、条例、規則等に基づき、日々の適正な事務処理に努められたい。 

 引き続き財政運営の健全化を図られ、住民の福祉に、より一層のご努力を願うもので

あります。 

 以上で決算審査の報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 昼からの再開は１時からとします。 

（午前１１時５４分 休憩） 

                                        

（午後 ０時５７分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 午前中に引き続き会議を開きます。 

 次に、「認定第５３号 令和６年度多賀町一般会計歳入歳出決算の認定について」の

うち、歳入全般の説明を求めます。 
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 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） 「認定第５３号 令和６年度多賀町一般会計歳入歳出決

算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 調製をいたしました決算の中から、各款また項ごとの主な内容、前年度決算との比較

などについてご説明申し上げます。 

 それでは、１ページをご覧ください。 

 令和６年度一般会計予算総額は６１億２,７７９万８,０００円で、歳入決算額は６１

億６,２４０万６,７０８円となり、前年度と比較して３億５,２８７万１,０００円の減、

歳出決算額は５８億８,４９９万７,９１７円となり、前年度より３億１,０７２万３,０

００円の減となりました。歳入歳出差引残額は２億７,７４０万８,７９１円で、繰越財

源１,６６７万９,０００円を引き、実質収支額は２億６,０７２万９,７９１円となりま

した。 

 令和６年度は、実質賃金がプラスに転換し、設備投資も高水準となり、日本経済は改

善傾向にありましたが、物価高騰が止まらず、生活に大きく影響した１年でした。令和

６年度におきましては、第６次多賀町総合計画に基づく実施計画や各事業計画に基づき

施策を進めてまいりました。 

 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ５款町税収入済額は１９億７,４６３万９,０００円で、前年度比１億６,５３３万８,

０００円、９.１％の増収となりました。不納欠損額は１１３万円、収入未済額は１,７

４５万２,０００円、収納率は９９.０７％でした。 

 町民税につきましては、個人町民税は、定額減税事業の実施により減収となりました

が、法人町民税は為替の影響や半導体需要の好調等により、法人税割が６,４８１万２,

０００円の増となり、町民税全体では５,１９４万４,０００円増の６億７,９５９万６,

０００円となりました。 

 固定資産税は、工場の増築や設備投資があり、前年度より１億１,４３９万円増の１

２億１００万７,０００円となっております。 

 軽自動車税は、申請率の台数増加により増収となり、たばこ税は売上げ本数が減少し

たため減収となっております。 

 ９ページ、１２款地方消費税交付金から１０ページの２２款法人事業税交付金までの

県税交付金は２億７,４２４万８,０００円で、前年度より２,２６９万２,０００円の増

加となりました。 

 ２３款地方特別交付税では、個人住民税の減収補てん特例分、定額減税分等で４,２

６５万９,０００円を収入しております。 

 ２５款地方交付税は１５億９,９１０万６,０００円で、普通交付税は１２億７,５７
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７万２,０００円で、６９５万７,０００円の減少、特別交付税は３億２,３３３万４,０

００円で、２,７６７万５,０００円の増加となりました。 

 １１ページ、４０款分担金および負担金につきましては５４３万７,０００円の増加、

１２ページ、４５款使用料および手数料は、ほぼ前年並みとなりました。 

 １３ページの国庫支出金につきましては５億９,８２４万５,０００円で、５,０９３

万３,０００円増加しました。新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金で３,

３４２万円の減、スマートインターチェンジ上り線整備事業補助金で３,２７１万円の

減、社会資本整備総合交付金で３,１０６万円の減がありましたが、１４ページ、公立

学校施設整備費負担金で２,４９７万８,０００円、デジタル基盤改革支援補助金で３,

８９３万３,０００円を受け入れ、１６ページ、地方創生臨時交付金で４,６７６万円の

増、児童手当国庫負担金で１,８１２万円の増などがあり、増加となりました。 

 県支出金は３億６７０万６,０００円で、１,３００万円の減少となったところです。

主なものといたしましては、１８ページ、福祉医療費助成事業補助金１,７５９万４,０

００円、１９ページの農林水産費県補助金の団体営農地防災事業補助金９３０万円、２

０ページ、ニホンジカ特別対策事業補助金６３４万２,０００円、急傾斜地崩壊対策事

業補助金３,４１８万５,０００円を受け入れました。また、２１ページ、県委託金では、

１０月２７日に執行されました衆議院議員総選挙委託金８６８万３,０００円を収入い

たしました。 

 ２２ページの財産収入につきましては、３１１万１,０００円となりました。 

 ２３ページ、６５款寄付金は、多賀町まちづくり応援寄付金、ふるさと納税で２億９,

６２０万７,０００円を収入し、９,６５４件の寄付をいただきました。 

 ７０款繰入金につきましては１億９,７３４万１,０００円で、４７８万８,０００円

増加しました。減債基金から１,６７６万３,０００円、多賀小学校改修事業に充当する

ため公共施設等維持管理基金から２,５４９万８,０００円を、まちづくり基金から１億

３,５３１万２,０００円を繰り入れ、社会福祉基金から１,９７６万８,０００円を繰り

入れ、小中高校生の医療費助成や新入学生の通学助成事業等を実施しました。 

 ８０款諸収入３億２,７８２万１,０００円の主なものは、２５ページで、小中学校の

給食費を収入し、２６ページで、宝くじの社会貢献広報事業として実施されるコミュニ

ティー助成事業の２か字分３２０万円を受け入れたほか、湖東圏域公共交通活性化協議

会の返戻金を受け入れ、また２７ページの保育所等の施設型給付費は１億８,９４９万

１,０００円となりました。 

 ８５款町債につきましては１億１１４万３,０００円で、２億９,０４７万円減少しま

した。主なものとしましては、多賀小学校増築事業で２,２４０万円、スマートインタ

ーチェンジ整備事業で２,６２０万円、急傾斜地崩壊対策事業で１,４１０万円などを発

行し、臨時財政対策債は１,３７４万３,０００円を発行しました。 

 自主財源は３１億６,１７５万８,０００円で、歳入全体の５１.３％。依存財源は３
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０億６４万９,０００円で４８.７％となりました。 

 以上、歳入決算の説明とさせていただきますので、ご審議賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより歳入全般についての質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、歳出全般の説明を求めます。 

 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） 令和６年度多賀町一般会計歳入歳出決算の歳出について

ご説明申し上げます。 

 歳出につきましては、令和６年度はスマートインターチェンジ整備事業、都市公園整

備事業を引き続き実施したほか、多賀小学校増築事業、高齢者就業施設整備事業などを

実施いたしました。また、物価高騰対策関連では、定額減税補足給付金事業、住民非課

税、均等割のみ課税世帯臨時特別給付金事業、物価高騰生活支援事業、物価高騰対策緊

急支援補助金事業を実施しました。 

 それでは、事項別明細書にて、歳入同様、各款また項ごとの主な内容、前年度決算と

の比較についてご説明申し上げます。 

 決算書の２９ページをお願いいたします。 

 ５款議会費は、支出済額６,５３９万８,０００円で、議場ＬＥＤ工事２８９万３,０

００円支出したほか、議員定数２名減に伴い、人件費等で前年度より５３７万５,００

０円の減少となりました。 

 ３１ページの１０款総務費につきましては９億４,８４０万９,０００円で、前年度よ

り１億５,９５８万４,０００円の増額となりました。 

 ３１ページから３４ページの一般管理費では、ふるさと納税業務委託料が増額し、特

別定額給付金では、定額減税補足給付金事業、住民税非課税均等割のみ課税世帯等への

特別給付金事業、物価高騰生活支援給付金事業で１億１,６９８万円となりました。 

 ３５ページの財産管理費では、施設の維持管理や庁舎の内装工事、エアコン修繕など

を行い、２,７３５万３,０００円を支出しました。 

 ３８ページからの企画費では６５１万２,０００円を支出し、県市町村共同で入札参

加資格申請共同受付を行い、電子入札システムにより入札事務の公平性、透明性の向上

に努めました。 

 ４０ページ、集落活動推進費では、歳入でもありましたコミュニティー助成事業で３

２０万円を助成したほか、引き続き自主的な計画に基づく自治活動を支援するため、４

３集落に対し、まちづくり活動支援交付金９０３万６,０００円を交付し、集落の活性

化に向け支援を強化しました。 
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 このほか、４２ページから４４ページの電子計算費で、６町行政情報システム共同利

用料４,７７９万５,０００円や、基幹系情報システムの標準化に向けた取り組みやＬＩ

ＮＥ拡張システムを導入し、自治体ＤＸの推進に向けた取り組みを行いました。 

 ４４ページ、公共交通対策費では、近江鉄道線管理機構負担金１,２００万４,０００

円、コミュニティーバス運行対策として２,７８６万６,０００円を補助金として支出し

ました。 

 徴税費では、４７ページの固定資産税の適正課税を図るため、課税資料整備委託料に

９７６万４,０００円、修正申告等による過年度還付金で７９８万円を支出しました。 

 戸籍住民基本台帳費では４８ページ、戸籍電算システム改修に７７５万３,０００円、

住民等振り仮名対応システム改修に６３１万円を支出しました。 

 ４９ページ、選挙費は、衆議院議員選挙の執行で９１４万１,０００円を支出しまし

た。 

 次に、５２ページの１５款民生費は１７億１,８９０万８,０００円で、前年度比３億

７,１４４万３,０００円の減となりました。歳出全体の２９.２％と最も多くを占めて

おります。 

 社会福祉総務費では、５４ページ、物価高騰対策緊急支援補助金５４６万８,０００

円を６事業所に給付いたしました。 

 ５５ページでは、国民健康保険特別会計６,０２８万３,０００円、介護保険事業特別

会計１億２,９４９万１,０００円を繰り出しております。 

 ５６ページ、老人福祉費では、シルバー人材センター事務所建設に４,７０９万３,０

００円を支出いたしました。 

 障害者自立支援費では、５８ページ、障害者総合支援法に基づき、障害サービス給付

費１億５,８５６万９,０００円など、自立支援給付のほか、地域生活支援事業を実施し、

負担金等を支出しております。 

 ５９ページ、福祉医療助成費につきましては、扶助費総額は５,９４３万１,０００円

で、前年度より２６１万５,０００円の増額となりました。小中学生および高校生の子

育て応援分は１,９７０万円で、３８１万円増加となりました。 

 次に、６１ページの児童福祉費では１０億２５８万６,０００円を支出しました。６

２ページの子ども・子育て支援事業計画策定に３９４万９,０００円、出産・子育て応

援交付金に２８５万円、低所得子育て世帯子ども加算給付金７８９万円の支給を行いま

した。保育所費および認定こども園費では７億１,２８７万９,０００円を支出し、子ど

もたちが安全・安心に園生活を送れるよう施設を維持管理し、給食調理業務委託化を実

施いたしました。 

 ６９ページ、子育て支援対策費では７,４４４万６,０００円を支出し、放課後児童ク

ラブの運営、不登校対策、子育て支援を実施しました。 

 次に、７２ページの衛生費につきましては３億７,７４７万７,０００円で、前年度よ



－３８－ 

り１,９８３万３,０００円の減額となりました。 

 保健事業総務費では、第３期健康増進計画および食育推進計画策定に３８７万２,０

００円を支出しました。 

 また、７４ページの保健事業費では、母子手帳アプリの導入、各種検診事業、予防接

種事業等の実施に５,７７９万８,０００円を出資しております。 

 ７６ページの総合福祉保健センター費では１,３０４万７,０００円を支出し、施設管

理をおこなっております。 

 環境衛生費では２億１,２７８万円で、前年度より１,２４８万８,０００円の増額と

なりました。 

 ７９ページのごみ収集業務委託料は９９万円減の５,１０９万７,０００円、また燃え

ないごみと可燃ごみの処理に係る一部事務組合負担金は７１３万１,０００円増の８,０

２１万４,０００円、し尿処理に係る一部事務組合負担金は３２７万９,０００円増の５,

５３５万４,０００円となっております。 

 ８０ページ、上水道費は、起債償還に係る水道事業会計の繰出基準を見直し、２,５

３６万３,０００円減の５,０６１万５,０００円となりました。また、物価高騰対策で

水道基本料金減免分８２８万３,０００円を繰り出しました。 

 ２５款農林水産費は２億６,８８４万２,０００円で、４,６３７万５,０００円減少し、

農業費では、例年の交付金に加え、８４ページ、燃料価格高騰による農業経営の緩和対

策として１６３農家に１,４９７万８,０００円を交付、また畜産業に対しましても１０

０万円を交付しました。土地改良事業対策費では、水位監視システムの導入、ため池改

修工事に６６５万９,０００円を支出いたしました。 

 ８６ページの農業集落排水事業につきましては、５,６８０万円を繰り出しておりま

す。 

 町獣害防止対策費では、８７ページ、ニホンザルの個体数調整業務委託料として３２

３万３,０００円を支出するとともに、集落獣害自営組織育成や小規模農地獣害対策補

助金等で６０１万９,０００円を交付しております。 

 林業費は９,０４２万円となり、８９ページの森林環境学習やまのこ事業に対しまし

て大滝山林に委託し、３４校、１,８８７名の小学４年生の児童を受け入れ、９９８万

５,０００円を支出しました。 

 需用費では、９０ページ、有害鳥獣駆除事業に１,５０４万９,０００円、森林資源循

環利用促進費では、町内の新生児出生のお祝いとして、間伐材を利用したお食い初めセ

ット、積み木を作成いたしました。地域再生事業では、地域おこし協力隊を委嘱して林

業従事者との連携を図りました。 

 ９１ページの商工費は５,５１６万円で、前年度比８８６万円の増額となりました。

住宅リフォーム促進事業補助金に３２件、４３７万３,０００円、がんばる商店応援補

助金に２００万円の支出、原油高騰対策で小規模事業者に３４２万４,０００円、ライ
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トアップ事業の実施に３２０万円、観光地トイレ整備事業補助金１,０００万円を支出

いたしました。 

 ９３ページの土木費につきましては５億１,３０３万５,０００円で、４,５２５万１,

０００円の減額となりました。 

 ９６ページですけれども、こちらで多賀町内外事業者１５社に除雪を委託するととも

に、職員除雪、集落除雪、ふるさと除雪の４体制で、除雪委託料に前年度より４,３０

７万円増の７,２０１万円を支出しました。 

 ９７ページでは、橋梁長寿命化事業に２,６５３万２,０００円を支出したほか、交通

安全対策工事に２６９万４,０００円を支出、多賀スマートインターチェンジ整備事業

では８,６８５万円を、急傾斜地崩壊対策事業に４,８４７万４,０００円を支出いたし

ました。 

 ９８ページの都市再生整備計画費では１億３,３６２万２,０００円を支出し、結いの

森公園が開園をいたしました。 

 １００ページ、消防費につきましては１億８,５７４万２,０００円で、彦根市消防へ

委託している常備消防費は１億３,３０２万１,０００円となりました。 

 １０３ページの、集落へ消防防災設備等補助金を６３５万３,０００円、災害対策費

では地域防災計画の更新に５８３万円を支出し、災害備品費整備に２２３万３,０００

円を支出いたしました。 

 １０４ページの教育費につきましては８億５,６２２万９,０００円で、９,８１３万

３,０００円の増加となりました。１０８ページからの小学校費、中学校費ともに、地

域との連携を図り、教育振興と健康増進に努めながら運営を行いました。給食費の第３

子以降の無償化を実施したほか、施設面では多賀小学校の南校舎の増築工事、既存不適

格改修工事を実施し、大滝小学校では駐車場のフェンス更新工事を実施しました。また、

中学校では新たにロボットプログラミング学習の実施、施設面では受水槽の更新を実施

いたしました。 

 １１７ページの社会教育費は２億６,６５６万６,０００円で、出前講座の取り組み、

はたちの集いや町民のつどい、ささゆりコンサートなどを開催いたしました。保健体育

事業では、中学校の部活動の在り方を検討するとともに、町民モルック大会を開催いた

しました。 

 １２３ページの文化財保護費では、多賀町文化財保護活用計画に基づき、社寺等美術

品工芸品基礎保存調査や普及交流事業を実施し、１２５ページの敏満寺石仏谷遺跡保存

整備事業に６１５万３,０００円、町指定文化財修理等補助金２,１６７万９,０００円

を支出いたしました。 

 １２７ページ、あけぼのパーク多賀管理費では、受水槽の更新、エレベーターの修繕

などを実施いたしました。 

 １３２ページの災害復旧費は、林道権現谷線・町道甲頭倉線等の災害復旧事業を行い、
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１,２１２万９,０００円を支出しております。 

 １３３ページの公債費につきましては５億７,６６９万７,０００円で、前年度より１

億８４７万２,０００円増加いたしました。臨時財政対策債、公共事業等債、緊急防

災・減債事業債などの元金償還終了があり、定期の元金償還は減少しましたが、臨時財

政対策債、公共事業等債、学校教育債等で１億４,４３３万円の繰上償還をおこなった

ことにより増加となりました。 

 諸支出金では３億６９７万３,０００円で、２億８１５万５,０００円減少いたしまし

た。財政調整基金に４４３万３,０００円、減債基金に２,２２０万６,０００円、まち

づくり基金に１億４,８２６万７,０００円、公共施設等維持管理基金に１億３,２０６

万７,０００円を積み立てました。 

 最後に、１３６ページからの資料についてご説明申し上げます。 

 財産に関する調書では、令和６年度中に異動がありましたのは土地で、行政財産その

他の施設のごみステーション用地で６４㎡増加し、建物の学校で多賀小学校増築分１８

８㎡と、その他施設で多賀シルバー人材センター事務所分１６８㎡が増加しております。 

 １３７ページの出資による権利につきましては、多賀町下水道事業会計への出資金と

して２,７１９万７,０００円の出資分が増加となっております。 

 １３８ページの物品につきましては、３０万円以上の重要備品について、年度中の増

減を記載いたしております。 

 １３９ページの基金につきましては、先ほど諸支出金のところでご説明申し上げたと

おりでございますが、令和６年度末基金合計は２０億５,００４万６,６７１万円となり、

前年度より１億９６３万３,０００円増加いたしました。 

 １４０ページの地方債につきましては、新規発行債は１億１１４万３,０００円で元

金償還額を下回ったため、地方債残高は４億４,５５９万３,０００円減少して、４６億

２,７７７万９,０００円となりました。 

 以上、一般会計歳出決算のご説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより歳出全般についての質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第５３号については、議長を除く８人の委員で構成する決算特別

委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第５３号は、８人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委
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員会条例第７条第４項の規定により、お手元の名簿のとおり指名したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員はお手元の名簿のとおりに選任することに決定しまし

た。 

 暫時休憩します。 

 この間に、決算特別委員会において、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長

および副委員長の互選をお願いいたします。なお、その結果を議長まで報告願います。 

 再開は議場の時計で１時４０分とします。 

（午後 １時３２分 休憩） 

                                        

（午後 １時３８分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、決算特別委員会の委員長および副委員長の報告がありましたので、発表い

たします。委員長に、８番、山口久男議員、副委員長に、１番、小島櫻議員が選出され

ました。 

 なお、決算特別委員会は、別紙の日程表により審査いただき、その経過と結果を議長

まで報告願います。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１９ 「認定第５４号 令和６年度多賀町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について」の説明を求めます。 

 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） 「認定第５４号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 特別会計の決算につきましては、決算書２をご覧いただきたいと思います。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和６年度、歳入歳出予算総額は９億７,１１９万３,０００円で、歳入決算額は８億

４,３２０万１,６７４円で、歳出決算額は８億２,３１８万４,１００円で、歳入歳出差

引残高は２,００１万７,５７４円となりました。 

 それでは、５ページの事項別明細書の歳入からご説明申し上げます。 

 ５款国民健康保険税は１億３,０８３万７,０００円の歳入となり、収納率は現年度分

で９８.０８％となりました。年間平均世帯数は９２１世帯、年間平均被保険者数は１,

３７９人となり、１人当たりの平均保険税調定額は９万５,９００円で、前年度より２,

０００円の増となりました。 



－４２－ 

 ２５款県支出金は、普通調整交付金５億６,８２６万９,０００円や県繰入金６１７万

８,０００円を含む５億８,８４４万１,０００円となりました。 

 ６ページの４０款繰入金６,０２８万３,０００円は、保険基盤安定繰入金など一般会

計からの繰入金でございます。 

 ７ページ、前年度繰越金は５,２７１万２,０００円です。 

 以上が歳入の主なものでございます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ８ページをお願いいたします。５款総務費は、２,３６８万９,０００円の支出で、人

件費や保険税の徴収業務等の事務費に係る経費を支出いたしました。 

 ９ページ、１０款保険給付費は５億６,８２６万９,０００円で、前年度と比較して３,

８１８万円の減額となり、１人当たりの医療費は４６万７,２６８円で、前年度より１,

４６７円の減となりました。 

 １１ページの２２款国民健康保険事業費納付金は、医療給付費、後期高齢者支援金、

介護納付金等を滋賀県に支払ったもので、２億５２２万９,０００円を支出いたしまし

た。 

 １２ページの２６款保健事業費１,４９８万円は、健診委託料や人間ドック受診補助

等を行いました。また、重症化予防対策として、受診勧奨や健康教室、運動教室などを

実施いたしました。 

 １３ページ、３５款諸支出金１,１０１万７,０００円は、前年度分県支出金の返還金

が主なものでございます。 

 １５ページの財産に関する調書では、国民健康保険財政調整基金は前年度と同様０円

となっております。 

 この決算につきましては、８月２５日に開催されました多賀町国民健康保険運営協議

会で承認されておりますことを申し添えさせていただきます。 

 以上、ご説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第５４号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第５４号は、総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２０ 「認定第５５号 令和６年度多賀町介護保険事業特
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別会計歳入歳出決算の認定について」の説明を求めます。 

 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） 「認定第５５号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 決算書の１６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額は８億７,２２１万５,０００円で、歳入決算額は８億７,３２４万

９,６４５円、歳出決算額は８億５,０５６万８,４７４円で、歳入歳出差引残額は２,２

６８万１,１７１円となりました。 

 それでは、２０ページの事項別明細書の歳入からご説明申し上げます。 

 ５款介護保険料は１億８,０１６万５,０００円で、令和６年度末の被保険者数は、６

５歳以上の第１号被保険者数が２,４２４人で、現年度分の収納率は９９.９３％となり

ました。 

 １５款国庫支出金は、介護給付費国庫負担金や調整交付金等で２億１６２万４,００

０円となりました。 

 ２１ページの２０款支払基金交付金の２億２,０４６万４,０００円は、主に４０歳か

ら６４歳までの第２号被保険者２,１８７人からの保険料を社会保険診療報酬支払基金

を通じて収入したものでございます。 

 ２５款県支出金は、先ほどの国庫負担金と同様、介護給付費県負担金等で１億２,２

６６万円となっております。 

 ２２ページ、３０款繰入金１億２,９４９万１,０００円は、介護給付費や事務費など

一般会計から繰り入れたものです。 

 歳入については、主なものは以上でございます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 ５款総務費では、主に人件費と介護認定審査会費など１,４０８万６,０００円を支出

しました。 

 ２５ページ、１０款介護給付費は、歳出全体の９割以上を占める７億７,９９８万２,

０００円となりました。前年度より、給付費は０.８％増加しました。 

 ２８ページの多賀町の独自給付である市町村特別給付紙おむつ購入費支給事業は４９

１万９,０００円となりました。 

 ２９ページ、１７款地域支援事業費は、ひきこもり等による状態悪化とならないよう、

事業を実施しました。早期からの認知症予防のための予防教室を実施し、４,５９５万

１,０００円の支出となりました。 

 ３２ページ、２０款基金積立金では３８２万８,０００円を、介護保険給付費準備基

金積立金に積み立てました。 
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 ３３ページ、２５款諸支出金６７２万２,０００円は、過年度の返還金として支出し

たものでございます。 

 ３４ページ、財産に関する調書では、介護保険給付費準備基金に３８２万７,６４９

円を積み立て、令和６年度末現在高は１億４６３万５,７５９円となりました。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

 川岸議員。 

○６番（川岸真喜君） 総額のところで読み間違いはなかったでしょうか。総務費の総額。 

○会計管理者（岡田伊久人君） 今の先ほどの質問ですけれども、総務費で説明させてい

ただいたつもりが、１,４０８万６,０００円を総務費として支出したという形で説明さ

せていただいて、初め多分、詰まって１億円と言いかけたところを訂正させていただい

たと思いますので、どうかよろしくお願いします。言いかけたところで、すいません、

訂正で１,４０８万６,０００円総務費ということで、ご訂正の方よろしくお願いいたし

ます。 

○６番（川岸真喜君） 以上です。 

○議長（菅森照雄君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第５５号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第５５号は、総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２１ 「認定第５６号 令和６年度多賀町後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定について」の説明を求めます。 

 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） 「認定第５６号 令和６年度多賀町後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 決算書の３５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額は１億４,１１５万２,０００円で、歳入決算額は１億３,８１２万

５,４９８円、歳出決算額は１億３,５８５万３,２７９円となり、歳入歳出差引残額は、

２２７万２,２１９円となりました。 

 それでは、３９ページ、事項別明細書の歳入からご説明申し上げます。 

 まず、令和６年度における年間平均被保険者数は１,４１５人で、うち６５歳以上７
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５歳未満で一定の障がいの状態にある方は３人となっております。 

 歳入の主なものは、５款後期高齢者医療保険料の１億４４７万１,０００円で、現年

度分収納率は９９.８５％となりました。 

 また、１５款繰入金では、一般会計より事務費や基盤安定繰入金として３,１３２万

６,０００円を繰り入れました。 

 続きまして、歳出をご説明申し上げます。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 ５款総務費は、職員１名分の給与や徴収等の事務的経費として６９１万４,０００円

を支出しました。 

 １０款後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収した保険料と一般会計から繰り入れた

財政基盤安定分を合わせまして１億２,８５５万６,０００円を広域連合へ納付したもの

でございます。 

 なお、令和６年度の医療費の総額は１１億５,３１４万円で、前年より１％の増、１

人当たりの医療費は８１万４,９３８円で、前年より１.５％の減となりました。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第５６号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第５６号は、総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２２ 「認定第５７号 令和６年度多賀町育英事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」の説明を求めます。 

 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） 「認定第５７号 令和６年度多賀町育英事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 決算書の４４ページをご覧ください。 

 令和６年度の歳入歳出予算総額は４０３万４,０００円、歳入決算額は２８５万５,８

２６円で、歳出決算額は２８５万４,４１６円で、歳入歳出差引残額は１,４１０円とな

りました。 

 それでは、４８ページの事項別明細書をお願いいたします。 
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 まず、令和６年度の給付対象者は、高校生１１名、大学生１１名の合計２２名でござ

います。 

 歳入の５款財産収入では、株式による配当金等７９万８,０００円、繰入金で育英基

金から２０５万６,０００円を繰り入れ、事業に充当しております。 

 続きまして、４９ページの歳出でございますが、総務費では、運営委員会の経費等８

万２,０００円と、奨学資金給付費２７７万２,０００円の支出となりました。 

 ５０ページの財産に関する調書にありますとおり、育英基金の決算年度末現在高は３,

３１５万１,０００円、有価証券は２,３９０万７,４５０円となりました。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、「認定第５７号 令和６年度多賀町育英事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「認定第５７号 令和６年度多賀町育英事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

は、認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第５７号は

認定することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２３ 「認定第５８号 令和６年度多賀町多賀財産区管理

会特別会計歳入歳出決算の認定について」および日程第２４ 「認定第５９号 令和６

年度多賀町大滝財産区管理会特別会計歳入歳出決算の認定について」ならびに日程第２

５ 「認定第６０号 令和６年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計歳入歳出決算の認定

について」は、一括して説明を求めます。 

 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） まず最初に、「認定５８号 令和６年度多賀町多賀財産

区管理会特別会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 決算書の５１ページをご覧ください。 

 歳入歳出予算総額は１３万８,０００円で、歳入決算額は７万１,８２２円、歳出決算

額は６万１,５５０円となり、歳入歳出差引残額は１万２７２円となりました。 
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 それでは、５５ページをお願いいたします。 

 歳入は、基金利子６１円、繰越金は１万１,７６０円、基金からの繰入金６万円でご

ざいます。 

 ５６ページの歳出では、議会費で委員報酬を５万５,０００円、１０款総務費では借

地料７,０００円を支出しました。 

 ５７ページ、財産に関する調書で、当財産区では、前年度と同様、四手と栗栖の山林

２万１,４６７㎡を地上権設定し管理しております。 

 基金の令和６年度末現在高は、２９４万４,０００円でございます。 

 次に、「認定第５９号 令和６年度多賀町大滝財産区管理会特別会計歳入歳出決算の

認定について」、ご説明申し上げます。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額は１０６万９,０００円で、歳入決算額は５４万６,９９０円、歳出

決算額は２２万３,３７２円となり、歳入歳出差引残額は３２万３,６１８円となりまし

た。 

 それでは、６２ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものは、前年度繰越金３３万７,０００円でございます。 

 ６３ページの歳出では、議会費で委員報酬９万９,０００円の支出、総務費で報償費

９万１,０００円や、山林の借地料２万１,０００円を支出いたしました。 

 ６４ページにありますとおり、当財産区は萱原と佐目に山林５３万１,８１１㎡を地

上権設定し、管理しております。滋賀県森林組合への出資金は２３万８,０００円で、

基金の令和６年度末現在高は１,１３８万円となっております。 

 続きまして、「認定第６０号 令和６年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計歳入歳出

決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 ６５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額は１１万８,０００円で、歳入決算額は１７万９,７１２円、歳出決

算額は５万４,０００円となり、歳入歳出差引残額は１２万５,７１２円となりました。 

 ６９ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、負担金５万５,０００円と繰越金１２万５,０００円でございま

す。 

 ７０ページの歳出につきましては、総務費より５人の委員報酬４万４,０００円を支

出しております。 

 ７１ページにありますように、当財産区は２０８万２,６４３㎡の山林を所有し、管

理をしております。滋賀県森林組合への出資金は６万３,０００円となっております。 

 なお、いずれの財産区決算につきましても、それぞれの財産区管理会で同意をいただ

いておりますことを申し添えさせていただきます。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ
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ます。 

○議長（菅森照雄君） これより３案についての質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより「認定第５８号 令和６年度多賀町多賀財産区管理会特別会計歳入歳出決算

の認定について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「認定第５８号 令和６年度多賀町多賀財産区管理会特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」は、認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第５８号は

認定することに決定しました。 

 次に、「認定第５９号 令和６年度多賀町大滝財産区管理会特別会計歳入歳出決算の

認定について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「認定第５９号 令和６年度多賀町大滝財産区管理会特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」は、認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第５９号は

認定することに決定しました。 

 次に、「認定第６０号 令和６年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計歳入歳出決算の

認定について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「認定第６０号 令和６年度多賀町霊仙財産区管理会特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」は、認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） ご着席ください。起立全員であります。よって、認定第６０号は

認定することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２６ 「認定第６１号 令和６年度びわ湖東部中核工業団
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地公共緑地維持管理特別会計歳入歳出決算の認定について」の説明を求めます。 

 岡田会計管理者。 

〔会計管理者 岡田伊久人君 登壇〕 

○会計管理者（岡田伊久人君） 「認定第６１号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地公

共緑地維持管理特別会計歳入歳出決算の認定について」ご説明申し上げます。 

 決算書の７２ページをご覧ください。 

 歳入歳出予算総額は９２４万６,０００円で、歳入決算額は６８５万６,７５７円、歳

出決算額は６８５万５,０５５円で、歳入歳出差引残額は１,７０２円となりました。 

 それでは、７６ページ、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 ５款財産収入は、基金利子２万５,０００円、１５款繰入金は６８３万１,０００円を

基金から繰り入れました。 

 前年度からの繰越金は１,０００円でございます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 ５款総務費の６８５万５,０００円は、主にびわ湖東部中核工業団地内の道路の草刈

りおよび支障木伐採の委託料でございます。 

 ７８ページの基金でございますが、年度中に６８３万１,０００円を繰り入れ、令和

６年度末現在高は３億１,８００万２,８０４円となっております。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第６１号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第６１号は、産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２７ 「認定第６２号 多賀町水道事業会計の利益の処分

および令和６年度決算の認定について」および日程第２８ 「認定第６３号 令和６年

度多賀町下水道事業会計決算の認定について」の２案を、一括議題とします。 

 はじめに、代表監査委員寺西久和氏より、決算審査の結果の報告を求めます。 

 寺西監査委員。 

〔監査委員 寺西久和君 登壇〕 

○監査委員（寺西久和君） 令和６年度水道事業会計、下水道事業会計の決算を審査しま
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した結果について報告いたします。 

 ８月７日に、川岸監査委員とともに、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき

審査に付されました令和６年度の水道事業会計、下水道事業会計決算について監査を実

施しました。 

 令和６年度の決算報告書、財務諸表、事業報告書および付属明細書について、関係法

令に準拠して作成されているか、事業の経営成績および財政状況を適正に表示している

か、関係帳簿および関係書類との照合等、通常実施すべき審査を実施しました。 

 審査の結果、決算の計数等に誤りはなく、事業の経営成績および財政状況を適正に表

示しているものと認められました。 

 なお、審査結果につきましては、町長宛決算審査意見書を提出しております。 

 まず、水道事業会計ですが、経営状況については、損失収支において３,８７７万円

の当年度純利益となっております。これは昨年度に比べ使用料収入が増加したが、一般

会計補助金の減額、人件費の増加、電気代高騰等により総費用が増加したことが純利益

の原因となっております。 

 給水人口が前年度に比べ８３人、１.１％減少、給水戸数は前年度に比べ２４戸、０.

８％増加し、配水量は前年度に比べ、年間、１か月平均とも２.１％減少し、１日平均

１.８％減少しております。 

 有収水量は前年度に比べ７,１２６㎥、０.５％増加し、有収率は前年度に比べ２.２

５％増加し、８７.７８％となっております。 

 引き続き、老朽管の更新や速やかな漏水調査の実施、発見、修繕を行い、有収率の向

上に努められることを望みます。 

 財政状態については、財務の短期流動性を示す流動比率は、類似団体全国平均より上

回っておりますが、前年度より下回っております。これは、流動資産の現金、預金が減

少したことが大きな要因であります。 

 財務の長期健全性を示す自己資本構成比率は、前年度より上回り改善したが、類似団

体全国平均を下回っており、今後もより一層の経営改善に取り組む必要があります。 

 固定資産対長期資本比率は、類似団体全国平均より下回りましたが、大規模な施設改

良に向けた準備を始めたことから、昨年より上回っております。 

 施設の利用状況については、施設利用率は前年度を下回り、水道事業経営指標を上回

っております。負荷率は、前年度水道事業経費指標を上回っています。最大稼働率は、

前年度水道事業経営指標を上回っており、最大稼働率が低いことは過剰投資を示し、１

００％に近いと安定した給水に問題があることを示しています。 

 続いて、８月２５日に、川岸監査委員とともに、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第２２条第１項の規定に基づき審査に付された経営健全化の審査をしました。 

 審査の結果、実質的な資金不足比率は算定されなく、良好な状態にあると認められま

す。 
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 供給単価と給水原価については、給水原価が前年度より約１７円高くなり、給水原価

と供給単価の差が約１８円となり、以前のように給水原価が高い状況にあります。 

 水道使用料の滞納額について、引き続き、より一層の収納率の向上、給水収益の増収

に努めることを望むものであります。 

 今後も老朽化による施設整備や維持管理に多額の費用が必要となり、企業債の借入れ、

元金償還も増加が予想され、水道事業の経営は依然として厳しい状況が続くものと予想

されますので、より慎重かつ適切な資金の運用に努められることを望みます。 

 さらに、多賀町水道ビジョンと多賀町水道事業基本計画に基づき、引き続き効率的な

施設整備や維持管理経費の削減に努められ、健全な経営の持続に向けた取り組みを進め

るとともに、安全、良質、安定した水の供給をお願いするものであります。 

 次に、下水道事業会計です。令和６年４月１日より、農業集落排水事業の公営企業会

計方式への移行に伴い、下水道事業会計に統合し運営しております。 

 経営状況については、損失収支において１,９５８万円の当年度純利益となっており

ます。 

 財務の短期流動性を示す流動比率は、前年度、類似団体全国平均を下回っております。

これは、未払金の支払いにより現金、預金が減少したことが大きな要因であります。 

 債務の長期健全性を示す示す自己資本構成比率は、前年度を上回り、類似団体全国平

均を下回っております。これは、農業集落排水事業を統合したことにより、資本金等が

増加したことが要因であります。 

 固定資産対長期資本比率は、前年度、類似団体全国平均を上回っております。 

 業務実績については、処理区域内人口は前年度に比べ３３９人、５％増加し、普及率

は前年度に比べ５.７％増加し、９６.７％となっております。 

 処理区域内水洗化人口は、前年度に比べ２５２人、３.９％増加し、水洗化率は前年

度に比べ１％減少し、９４.７％となっております。 

 有収水量は前年度に比べ６万５,５８３㎥、４.３％増加し、有収率は前年度に比べ０.

４％減少し、８１.９％になっております。 

 続いて、８月２５日に川岸監査委員とともに、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第２２条第１項の規定に基づき審査に付された経営健全化の審査をしました。 

 審査の結果、実質的な資金不足比率は算定されなく、良好な状態にあると認められま

す。 

 下水道使用料の滞納額について、引き続きより一層の収納率の向上、使用料の増収に

努められることを望むものであります。 

 今後も施設整備に要する企業債の借入れや企業償還等があり、依然として厳しい状況

が続くと予想されますので、より慎重かつ適切な資金の運用に努められることを望みま

す。 

 多賀町公共下水道ストックマネジメント実施方針に基づき、引き続き効率的な施設整
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備や維持管理経費の削減に努められ、健全な経営の持続により一層取り組まれることを

お願いするものであります。 

 以上で決算の報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） 続いて、「認定第６２号 多賀町水道事業会計の利益の処分およ

び令和６年度決算の認定について」の説明を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「認定第６２号 多賀町水道事業会計の利益の処分およ

び令和６年度決算の認定について」、ご説明申し上げます。 

 令和６年度決算につきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、多

賀町水道事業会計の利益の処分について、議会の議決をお願いするとともに、令和６年

度会計決算は同法第３０条第４項の規定に基づき認定をお願いするものです。 

 それでは、水道事業会計の決算概要についてご説明いたします。 

 決算書８０ページをお願いします。経理状況について、水道事業収益は３億７,１８

０万８,０００円で、前年度に対し２,６００万６,０００円の減となり、水道事業費用

は３億２,０２５万５,０００円で、前年度に対し１,９２０万１,０００円の増となりま

した。 

 ８１ページをお願いします。資本的収入は６,３７３万１,０００円で、前年度に対し

１,００９万２,０００円の増となり、資本的支出は２億５,７５０万１,０００円で、前

年度に対し３,４１９万６,０００円の増となりました。なお、資本的支出に対する不足

額１億９,３７７万１,０００円は、消費税資本的収支調整額・損益勘定留保資金および

建設改良積立金で補てんしました。 

 決算書８２ページをお願いします。右の表の水道事業損益計算書では、下から４行目

の当年度純利益に記載のとおり、３,８７６万５,０００円の黒字となりました。 

 次に、収益費用明細書により、主なものを説明させていただきます。 

 決算書８７ページをお願いします。収益的収支につきましては、損益計算書と整合さ

せるため、税抜き額でのご説明とさせていただきますので、説明欄左の列の金額をご確

認願います。 

 収益的収入の水道事業収益の主なものとして、１項１目給水収益では、上水道使用料

は２億４,７４１万１,０００円となり、前年度に対し１５０万４,０００円の増となり

ました。 

 ２項２目他会計補助金では、企業債の償還に充当するため、一般会計から５,０６１

万５,０００円を繰り入れ、５目長期前受金戻入では、繰延収益を収益化した額３,６１

４万３,０００円を計上しました。 

 続きまして、８８ページをお願いします。収益的支出では水道事業費用の主なものと

して、１項１目原水および浄水費では、浄水処理設備の保守点検や原水水質検査、取水
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および送水ポンプの動力費など、各施設を安定して稼働させるため５,４５５万４,００

０円の支出となり、前年度に対し９０８万３,０００円の増となりました。 

 ９０ページの５目減価償却費では、建物、建築物、機械および装置などの固定資産減

価償却費用が１億６,４３８万１,０００円となり、前年度に対し４０万８,０００円の

増となりました。 

 ９１ページからの資本的収支につきましては、明細書の右から３列目の税込額でご説

明いたします。 

 主なものとしては、３項１目企業債では、配水管の布設替事業等に充当するため、５,

０００万円の借入れを行いました。 

 ９２ページの資本的支出では、１項１目水道改良費では、９７ページから９８ページ

に記載のとおり、舗装復旧工事や猿木地区、多賀地区の配水管布設替工事、敏満寺地区

配水管移設工事、送水ポンプならびに取水ポンプ更新など、全１０件の工事請負費、合

わせて１億３,８０４万４,０００円を支出し、前年度に対し３,１８３万７,０００円の

増となりました。 

 ２項１目の企業債償還金では、施設設備等で借り入れしたものを合わせ１億１,８１

１万８,０００円の元金償還を行い、決算書１０１ページに記載のとおり、新たに５,０

００万円を借り入れた結果、令和６年度末残高は２４億６,９０５万８,７９８円となり

ました。 

 決算書１０４ページをお願いします。 

 未処分利益剰余金の処分につきまして、令和６年度の純利益を積み増しした結果、未

処分利益剰余金は１６億７,６３８万６,２２０円となり、このうち建設改良積立金へ５,

０００万円を処分し、繰越利益剰余金を１６億２,６３８万６,２２０円とするもので、

議会の議決によって処分をお願いするものです。 

 以上、説明とさせていただきますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第６２号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第６２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２８ 「認定第６３号 令和６年度多賀町下水道事業会計

決算の認定について」の説明を求めます。 



－５４－ 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「認定第６３号 令和６年度多賀町下水道事業会計決算

の認定について」、ご説明申し上げます。 

 令和６年度下水道事業会計決算につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規

定に基づき、議会の認定をお願いするものです。なお、令和６年４月１日より、農業集

落排水事業は公営企業会計方式へ移行に伴い、下水道事業会計へ統合し運営しており、

経営の健全化および効率化を図りながら、より適切な事業運営に努めております。 

 それでは、下水道事業会計の決算概要についてご説明いたします。 

 決算書の１０６ページをお願いします。 

 収益的収入の下水道事業収益は５億１,８８１万２,０００円で、前年度に対し９,８

３１万６,０００円の増となり、収益的支出の下水道事業費用は４億９,６４４万２,０

００円で、前年度に対し８,４７０万２,０００円の増となりました。 

 １０７ページの資本的収入は１億３,３１１万１,０００円で、前年度に対し７５０万

２,０００円の減となり、資本的支出は２億９,７９９万３,０００円で、前年度に対し

て３,９４２万４,０００円の増となりました。なお、資本的支出に対する不足額１億６,

４８８万２,０００円は、引継金、消費税資本的収支調整額および損益勘定留保資金で

補てんいたしました。 

 決算書１０８ページをお願いします。 

 右の表の下水道事業損益計算書では、下から４行目の当年度純利益に記載のとおり、

１,９５８万２,０００円の黒字となりました。 

 次に、収益費用明細により主なものを説明させていただきます。 

 決算書１１４ページをお願いします。 

 収益的収支につきましては、損益計算書と整合させるため、税抜額でのご説明とさせ

ていただきますので、説明欄左の列の金額をご確認願います。 

 収益的収入の下水道事業収益では、１項１目下水道使用料では２億８,４１５万８,０

００円となり、前年度に対し１,１９０万３,０００円の増となりました。 

 ２項２目他会計補助金では、収益的支出に係る一般会計からの繰入金が７,１８０万

円となり、前年度に対し４,５８０万円の増となっております。４目長期前受金戻入に

つきましては、繰延収益の収益化として１億１,９１１万３,０００円を収益計上いたし

ました。 

 決算書１１５ページをお願いします。 

 収益的支出の下水道事業費用として、１項１目管渠費では、下水道管渠およびマンホ

ールポンプに係る維持管理費用として２,３６７万５,０００円を支出し、前年度に対し

２４４万円の減となっております。２目処理場費では、農業集落排水処理施設に係る維

持管理費用として１,４３２万円を支出いたしました。 



－５５－ 

 １１７ページの４目流域下水道維持管理負担金では、汚水処理に係る負担金として、

一般排水６１.６円、特定排水６９.１円を１㎥当たり単価として１億１,３２５万７,０

００円を支出し、前年度に対し３２６万３,０００円の増となりました。５目減価償却

費では、有形固定資産２億５,０４６万２,０００円、無形固定資産２,１９７万８,００

０円を費用化しました。 

 決算書１１８ページをお願いします。資本的収支明細書により主なものを説明させて

いただきます。資本的収支につきましては、明細書の右から３列目の税込額でのご確認

ください。 

 資本的収入では、第１項１目企業債につきまして、中川原地区雨水排水整備事業費等

に係る企業債、流域下水道建設負担金に係る企業債、資本費平準化債の合計８,８１０

万円を新たに借入れをしております。 

 ２項１目他会計出資金につきましては、資本的支出に対する繰入金として２,７１９

万７,０００円を一般会計から繰入れをしました。 

 １１９ページの資本的支出では、第１項１目管渠整備事業につきましては、管渠設計

委託料および雨水排水整備等に対する工事請負費１,４４７万４,０００円を支出しまし

た。２目処理場整備費事業につきまして、処理施設更新設計委託料および処理施設維持

管理工事に対する工事請負費１,３０４万７,０００円を支出し、３目流域下水道建設費

負担金につきましては、前年度に対し７９６万１,０００円の減の９,０９５万８,００

０円を支出いたしました。 

 第２項１目企業債償還金では２億４,８４３万７,０００円の元金償還を行い、１２４

ページに記載のとおり、期末残高２１億４,６２７万３,３００円となりました。 

 決算書１２９ページをお願いします。未処分利益剰余金の処分につきまして、令和６

年度の純利益を積み増しした結果、未処分利益剰余金は５,４８３万８,６７７円となり、

多賀町下水道事業の剰余金の処分等に関する条例第２条第１項第１号の規定に基づき、

減債積立金へ１００万円積み立て、繰越利益剰余金を５,３８３万８,６７７円とするも

のでございます。 

 以上、説明とさせていただきますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第６３号については、会議規則第３９条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第６３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 



－５６－ 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２９ 「請願第１号 生活保護費引下げ違憲訴訟の最高裁

判所判決を踏まえ、速やかな対応を求める請願書」を議題とします。 

 本請願について、紹介議員の山口久男議員より、請願趣旨の説明を求めます。 

 ８番、山口久男議員。 

〔紹介議員 山口久男君 登壇〕 

○８番（山口久男君） 「請願第１号 生活保護費引下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏

まえ、速やかな対応を求める請願書」の趣旨説明を行います。 

 請願者は、愛知犬上生活と健康を守る会であります。 

 憲法第２５条では、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると

しております。国に対して全ての生活部面について、社会福祉・社会保障および公衆衛

生の向上および増進に努めることを求めています。 

 最高裁判所は今年の６月２７日、厚生労働省が２０１３年からおこなってきた生活保

護引下げについて、厚生労働大臣の判断には誤りがあり違法であるとした統一的な判断

を示しました。その中で、最高裁判所第三小法廷では、生活保護の引下げ処分は違法で

ある。憲法第２５条の生存権具体化、生活保護法、また最低生活を具体化すること、生

活基準の改定、部会に諮らず引下げをおこなった決定についての問題があると。判決と

しては、最低生活を保障した生活保護法第３条、そしてまた生活基準の決め方を定めた

生活保護法第８条第２項、これが違法であると判断をしたものと理解をしております。 

 そういう中で、生活保護利用者は、光熱費、食費など生活に関わる全ての物価高騰、

命の危険を感じるほどの猛暑など、生きることが苦しいという状況です。利用者からは、

食べ物を買うお金さえ足りないという悲痛な声が私にも聞こえております。最高裁判所

の判決に従って、生活保護利用者全員に対し、下記の事項について速やかな独自措置の

対応を行うとともに、国へ速やかな対応を求める意見書を出していただきたいという趣

旨であります。 

 請願事項につきましては、１、猛暑を乗り越えるためにも、緊急に物価高騰に伴う１

０％以上の大幅な基準引上げを直ちに行うこと。 

 ２、生活保護基準を２０１２年まで遡及し、減額によって侵害された原告・生活保護

利用者の生存権を一刻も早く回復すること。 

 ３、物価偽装などの手段を使い、基準部会に諮らないなどの違法な手続によって保護

基準を引き下げ、長期間にわたって原告・生活保護利用者の生存権を侵害し苦痛を与え

てきたことに対し真摯に謝罪すること。 

 ４、違法な減額処分を行った経過と原因、責任の所在を検証し、再発防止策を明らか

にすることです。 

 以上、請願の趣旨を申し上げましたけれども、国に対してこの件に関して意見書が提

出できるよう、議員各位の賛同を求めて請願の趣旨説明といたします。よろしくお願い
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申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） 請願第１号については、会議規則第９２条第１項の規定により、

総務常任委員会に付託することといたします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日からの日程につきましては、別紙の会期日程表のとおり進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 なお、再開は９月３日午前９時３０分とし、本日と同様、本会議において一般質問を

行います。 

 長時間にわたってご審議いただき、誠にありがとうございました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ２時５０分 散会） 
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